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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

（中期目標）

① 施設管理規程に基づき的確な管理を行い、安定的な水供給に努めること。特

に、渇水等の異常時においては、河川管理者、利水者及び関係機関との調整を

図り、その影響の縮小に努めること。

④ 施設管理に附帯する業務及び委託に基づき実施する発電に係る業務について

も、的確な実施に努めること。また、水資源の利用の合理化に資するため法第

１２条第１項第２号に該当する施設として当該施設の管理を受託した場合に

は、的確な管理を行うこと。

（中期計画）

別表３「施設管理」に掲げる施設については、施設管理規程に基づいた的確な

施設管理等を実施するとともに、平成６年度のような渇水の発生時においても、

渇水調整と相まって、国民への重大な支障を与えないよう、その影響の軽減に努

める。

なお、水資源の利用の合理化に資するため、法第１２条第１項第２号ハに規定

する施設の管理を受託した場合には、的確な管理を行う。
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矢 木 沢 ダ ム 国土交通大臣 ○

主務大臣

○ ○ ○ 三 重 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

目　　　　　　的

施 設 名 主務大臣

目　　　　　　的

施 設 名

○ ○ ○

奈 良 俣 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○ 琵 琶 湖 開 発 国土交通大臣 ○ ○ ○

下 久 保 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 高 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

草 木 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○ 青 蓮 寺 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

群 馬 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣 ○ ○ 室 生 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

利 根 大 堰 等 *
農林水産大臣
国土交通大臣 ○ ○ ○ 初 瀬 水 路 厚生労働大臣 ○

秋ヶ瀬取水堰等*
厚生労働大臣
経済産業大臣 ○ ○ 布 目 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

埼玉合口二期
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣

○ ○ 比 奈 知 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

印 旛 沼 開 発
農林水産大臣
経済産業大臣 ○ ○ 一 庫 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

北総東部用水 農林水産大臣 ○ 日 吉 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

成 田 用 水 農林水産大臣 ○ 正蓮寺川利水
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

○ ○

東 総 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣 ○ ○ 淀 川 大 堰 国土交通大臣 ○ ○

利根川河口堰 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 池 田 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○

霞 ヶ 浦 開 発 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 早 明 浦 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○

別表３
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（中期目標期間における取組）

ダム、水路等の的確な施設管理に基づく安定的な水供給■

１．施設管理規程に基づいた的確な施設管理

機構は、水資源開発水系として指定されている７水系（利根川・荒川・豊川・木曽

川・淀川・吉野川・筑後川）において、ダム、堰、水路及び湖沼開発施設の建設によ

り約３６２ｍ ／ｓの水を開発し、その施設の管理を通じて約６４百万人（総人口の約３

５０．６％）が居住する地域に水道用水・工業用水・農業用水の安定的な供給を行う

とともに、梅雨時の長雨、台風等による洪水が発生した際には、適切に洪水調節を行

い洪水被害の軽減等に努めている。

表－１ 機構が管理する施設の機能

施設の目的・内容 施設区分 施 設 の 機 能

・河川の流量が多いときには、その一

ダム 部をダムに貯めておき、流量が少な

いときにダムから放流し、用水の補

利 水 給を行う。

・ダムや河川・湖沼から取水し、水路

水道用水、工業用水 水路 施設を利用して各利水者に供給す

及び農業用水を確保 る。

・補給 堰 ・堰上流に集まる水を有効に利用し、

注1）　期首の施設一覧を示す。

注2）　表中の特記事項

　　* 利根大堰等及び秋ヶ瀬取水堰等は、目的に浄化用水の取水・導水を含む。

注3）

注4）　本中期計画期間中に、房総導水路事業及び愛知用水二期事業が管理移行を予定している。   

霞 ヶ 浦 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

○ ○ ○ 新 宮 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

浦 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ 高 知 分 水
厚生労働大臣
経済産業大臣 ○ ○

豊 川 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

○ ○ ○ 富 郷 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

愛 知 用 水 農林水産大臣 ○ ○ ○ 旧吉野川河口堰等 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

岩 屋 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 香 川 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

○ ○ ○

木 曽 川 用 水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

○ ○ ○ 両筑平野用水
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

○ ○ ○

長 良 導 水 厚生労働大臣 ○ 寺 内 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○

○ ○○ 筑 後 大 堰 国土交通大臣

○

○ ○ ○ ○

○

長良川河口堰 国土交通大臣 ○ ○ 農林水産大臣

阿 木 川 ダ ム 国土交通大臣

国土交通大臣 ○ ○

○ ○ 筑後川下流用水

○

○

○

　 矢木沢ダム、奈良俣ダム、下久保ダム、草木ダム、浦山ダム、岩屋ダム、味噌川ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、比奈知ダム、池田ダム、早明
浦ダム、新宮ダム、高知分水、富郷ダム及び両筑平野用水では、発電等に係る業務を受託している。

厚生労働大臣○ ○ 福 岡 導 水味 噌 川 ダ ム
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安定的な取水を可能にする。

湖沼開発 ・湖沼に流入する河川の流量が多いと

、 、きは その一部を湖沼に貯めておき

下流の河川の流量が少ないときに放

流し、用水の補給を行う。

洪水調節等による洪 ・洪水の際はその一部をダムに貯め

水被害の軽減 て、ダム下流域での洪水被害を軽減

河川の流水の正常な ダム する。

治 水 機能の維持等 ・河川の流量が少ないときは、ダムか

（既得用水の安定取 ら放流し、河川が本来持つ機能の維

水、動植物の保護、 持に役立てる。

流水の清潔の保持、 ・堰のゲートを操作して、洪水を安全

舟運 塩害の防止等 堰 に流下させ、また、塩水の遡上によ、 ）

る塩害を防止する。

湖沼水位 ・湖沼周辺地域や湖沼から流れ出る水

調節 を湖沼に貯め、湖沼周辺及び下流域

の洪水被害を軽減する。

また、安定的な水供給、的確な洪水調節の実施のため、利水者の水利用計画及び河

川流量、雨量等の水象・気象情報を的確に把握するとともに、全ての施設についてそ

の機能が確実に発揮できるよう定期的な点検や整備を実施しつつ、水利用に関する利

水者の計画、要望のもと中立的な立場で利水者毎の配水量の調整を行い、取水・導水

を行っている。

なお、機構の管理する施設に係る設備等の数は以下のとおりである。

表－２ 利水ダム及び水路施設

揚水機場ダム 警報設備 調整池 頭首工 水路延長 調節堰 分水工雨量・水位局

設備 ５ ５９１ ８４ １９ １１ 954.4 １８８ 1,037 ５６

数等 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 km 箇所 箇所 箇所

表－３ 特定施設

湖岸堤延長ダム 警報設備 河口堰 湖沼開発 水門等 機場等雨量・水位局

設備 ２０ ２９５ ５００ ４ ２ １５４ ２２ 126.2

数等 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 km

※ 特定施設とは：洪水（高潮を含む）防御の機能または流水の正常な機能の維持と増進をその目的

に含む多目的ダム、河口堰、湖沼開発施設その他の水資源の開発または利用のため

の施設 。

これらの施設の機能が的確に果たされるよう機構は、

①用水供給、洪水対応等における施設の「操作運用」
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②施設の機能を維持保全するための「維持管理」

③災害等に対応した「防災業務」

の管理業務について、管理の方法を定めた「施設管理規程」等に基づいて的確に実施

している（表－４）ほか、施設の健全度・危険度等の機能診断の手法及び低コストの

補修工法並びにＰＣ管等の非破壊検査方法の確立について技術の開発・普及を進め、

ライフサイクルコストの低減に努めているところである。

表－４ 機構が管理する施設の主な管理業務

管 理 の 項 目 主 な 管 理 の 内 容

１．操作運用 用水の供給 ・利水者の需要、河川流量等の水象情報及び雨量等の情報

の収集と、これらを踏まえた関係利水者に対する配水計

画の策定

・配水計画に基づく多目的ダム等の放流操作

・取水施設による取水操作及び導水

・渇水時の対応

洪水対応 ・出水時の気象・水象情報収集

・ダム等の流入量予測及び下流河川の流出予測

・河川管理者、関係自治体等への情報連絡・調整

・操作前の施設点検

・巡視

・バルブ、ゲート操作等による洪水調節操作

・貯水池運用操作

・操作記録管理

２．維持管理 施設の維持管理 ・貯水池、取水施設、導水路等（維持・修繕）

・機械、電気通信設備等の維持管理（点検・整備・改造・

更新）

・第三者事故等に対する安全管理

水質管理 ・水質状況の把握

・水質保全対策

・水質障害発生時の対応

貯水池管理 ・貯水池巡視及び監視

・堆砂対策

・貯水池周辺斜面の管理

・流木及び塵芥処理

・湖面利用対応

環境保全 ・貯水池周辺の自然環境調査

・裸地緑化対策

・貯水池上下流の河川環境保全

用地・財産管理 ・用地の保全

・ゴミの不法投棄対策

３．防災業務 防災業務 ・風水害対策

・震災対策
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・地震時の施設点検

・水質事故災害対策

・災害復旧工事

・災害に備えた防災訓練の実施

・危機時の対応

４．その他 地域との連携 ・地域イベントへの参加・協力

・施設等見学者案内

・水源地域ビジョン等の推進

広報活動 ・各種情報発信及び収集

・各種委員会、検討会等の運営

２．機構の主要管理業務である用水供給、洪水対応等

（１）安定的な用水供給等

年間を通じて安定的な用水供給及び流水の正常な機能の維持を図るためには、下図

のとおり気象条件により変動する河川の自然な流量に対し、ダム等の施設より不足分

の補給（Ａ及びＢ）を行うことが必要である。

図－１ 補給量の概念図

そのためには、

①利水者からの水需要、河川流量等の水象情報及び雨量等の情報を踏まえて策

定した配水計画に基づき、ダム等からの放流により適正な量の補給を的確に

実施すること。

②同計画に基づいて、水路施設による適正な量の用水供給を行うため、的確な

取水操作及び導水操作を実施すること。

が必要である。これらを的確に実施するために、

①ダム、堰及び水路等の施設の機能が確実に発揮されるよう、日々の点検や、

必要に応じた整備・更新等の実施。

②ダムの放流、取水地点の取水操作等にミスが生じないような体制の徹底。

などに努めている。

また、これらの施設の管理に当たっては、水質障害、水質事故並びに施設事故等、
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水供給に支障をきたす恐れのある様々な事象が発生する場合がある。これらの事象に

速やかに対策を講じるなど、的確な施設の管理により年間を通じた安定的な水供給に

努めている。

一方これまで長年にわたり水資源開発施設の的確な管理等を行うべく取り組んでき

た成果として、次の節目には関係機関や地元住民を交えた記念行事を行った。

・利根川水系の利根大堰は、昭和４０年３月の暫定通水以来、平成１７年１１月に

累計取水量が霞ヶ浦約８２個分に相当する７００億ｍ を達成し、東京都及び埼玉３

県へ都市用水を導水するとともに、埼玉県、群馬県の農地約２９，０００ へのha
農業用水の取水の安定と、更に隅田川の浄化用水を導水するなど多目的かつ広域

利水に役立っている。

・利根川水系の秋ヶ瀬取水堰は、昭和３９年８月の緊急通水以来、平成１７年１１

月に累計取水量が霞ヶ浦約５９個分に相当する５００億ｍ を達成し、東京都及び３

埼玉県へ都市用水を導水するとともに、隅田川の浄化用水を導水するなど多目的

かつ広域利水に役立っている。

・利根川水系の群馬用水は、平成１８年９月に昭和４４年の取水開始以来、累計取

水量が霞ヶ浦約６個分の貯留量に相当する５０億ｍ に達し、群馬県等に都市用水３

を導水するとともに、群馬県の農地約７，５００ への農業用水の取水の安定にha
役立っている。

・豊川水系の豊川用水は、平成１８年７月に昭和４３年４月の取水開始以来、累計

取水量が浜名湖約３０個分の貯留量に相当する１００億ｍ を達成し、この地域の３

水の大動脈として、農業、水道、工業用水を安定的に供給し、地域の発展に大き

く貢献した。中でも豊川用水の効果が特に顕著となって現れているのが農業用水

であり、豊川用水の受益地域における農業は、キャベツ、ブロッコリーなどの露

地作物やキク、バラ、トマトなどの施設園芸作物の栽培が飛躍的に増大し、日本

一の農業生産出荷額を誇る農業地帯に発展を遂げてきた。

このように各施設では、年間を通じて適切な維持・管理を行い、安定的な用水供給

に努めている。

（２）渇水時における対応

①中期目標期間中の気象状況

、 、 、平成１５年 １６年は全国的に降水量が多く 特に平成１６年は台風による大雨

暴風、高潮等により甚大な被害をもたらした。台風の年間上陸数は従来の記録であ

る６個を大幅に上回る１０個となり、新記録となった。

平成１７年は春から長期間にわたり小雨傾向となり、特に４月から６月の東海か

ら九州にかけての降水量は多くの地点で平年の５０％以下となり、中部地方や四国

地方では平成６年渇水に並ぶ厳しい状況となった その後 ９月に通過した台風１４。 、

号の降雨により渇水は概ね解消した。

平成１８年の降水量は、全国的に平年値を上回る傾向となった、７月は梅雨前線

の活発な活動の影響で大雨が発生し、梅雨明けが平年より遅かった。一方、梅雨明
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け後の８月は太平洋高気圧に覆われ少雨であった。

平成１９年は、年間降水量が全国的に少なく、春から６月にかけて西日本を中心

に高気圧に覆われやすかったため少雨が続き、一部では渇水となった。その後梅雨

前線や台風の影響で少雨状況は解消したが、秋以降は再び高気圧に覆われやすかっ

た西日本で顕著な少雨となった。一方、関東地方は台風９号の影響で、９月に大雨

を記録した。

表－５ 各地域・各年度の降水量と平年値との比較

関東甲信 東海 近畿 四国 九州北部

平成15年度 １１３％ １１７％ １１５％ １１７％ １０９％

平成16年度 １１６％ １２１％ １１９％ １３０％ １０４％

平成17年度 ８７％ ７２％ ７４％ ７７％ ７９％

平成18年度 １１８％ １０２％ １０８％ １１０％ １２１％

平成19年度 ９６％ ８５％ ８１％ ８０％ ７９％
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②主な渇水対応の状況

平成１５年度～１９年度のうち特に平成１７年度においては、河川の流況の悪化

による取水制限等の措置が、荒川水系を除く６水系に及んだ。

表－６ 平成１７年度の施設管理に係る渇水実績

水系名 施設名等 最大取水制限率 取水制限日 備 考

数

利根川 草木ダム 20% ２３日間 6.29 ～ 7.21

木曽川 木曽川用水 農水50% 上水25% ３３日間 6. 4 ～ 7. 6、 、

（岩屋ダム） 工水45%

愛知用水 農水50% 上水25% １７７日間 5.24 ～ 7.15、 、

（牧尾ダム） 工水45% 8. 6 ～ 9. 7

11.29 ～ 2.27

阿木川ダム・味噌川ダ 上水5%、工水10% ７日間 6.30 ～ 7. 6

ム

三重用水 農、上、工水10% ２０８日間 7. 1 ～ 7.21

（中里ダム） 8.19 ～ 2.22

豊川 豊川用水 農水30% 上水20% １１９日間 6.15 ～ 8.26、 、

(宇蓮ダム・大島ダム) 工水30% 1.25 ～ 3. 3

淀川 室生ダム 農、上水30% ８日間 6.28 ～ 7. 5

日吉ダム － ０日間 降雨により制限

なし

吉野川 香川用水・旧吉野川河 ピーク時には早明 ８４日間 6.15～ 9. 6

口堰 浦ダムで利水容量

（早明浦ダム） ゼロ※

銅山川３ダム〔富郷ダ 上水5%、工水30% ２００日間 5.27 ～ 9. 6

ム・新宮ダム・ 柳瀬 11.29 ～ 3. 5（

ダム 〕）

筑後川 福岡導水 上水20% ９８日間 6.23 ～ 7.12

寺内ダム・江川ダム （自主節水） 1.13 ～ 3.31（ ）

※ 同時に同ダムの発電専用容量からの緊急放流を実施

以下、中期目標期間中の主な渇水事例として、平成１７年度と平成１９年度の渇

水及びその対応状況を示す。

（ア）平成１７年度の木曽川水系及び豊川水系における渇水（夏渇水）

平成１７年度、木曽川水系では４月から５月の降水量が平年値の３４％～４３％

と非常に少なく、岐阜、愛知及び三重の３県約６００万人の水源である牧尾ダム及

び岩屋ダムでは水源地の貯水量が早くから減少した。このため、機構では以下の対

策を実施した。
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○ 水源温存の協力要請と節水対策の実施 （期間最大：農水３０％、工水３０。

％、上水１５％）

○ 阿木川ダム及び味噌川ダムの水位低下放流（無効分）を愛知用水及び木曽川

用水の利水に活用。

○ 発電事業者の協力を得て岩屋ダムにおける発電放流量を一時振替利用し、取

水制限の緩和。

その後、更に愛知用水・木曽川用水ともに関係利水者による段階的な節水強化を

行ったが、ダムの貯水量は減少を続け、そのペースが平成６年渇水を上回ったこと

から、河川管理者に対し、緊急水利調整の要請を行った。その結果、木曽川水系緊

急水利調整協議会（関係省及び東海３県にて構成）において、以下のとおり各利水

者調整や対策が実施された。

○ 節水対策の強化 （期間最大：農水５０％、工水４５％、上水２５％）。

○ 牧尾ダム、岩屋ダム、阿木川ダム及び味噌川ダム（４ダム）の総合運用。

牧尾ダム及び岩屋ダムの渇水対策として岐阜県、愛知県及び名古屋市の協力

を得て、阿木川ダム及び味噌川ダムにおける用水（２，５００万m ：給水3

人口約６００万人に約１４日間供給できる水量）を愛知用水及び木曽川用水

に供給。

○ 長良川河口堰（長良導水：水利権量２．８６ｍ /s、実取水量２．２ｍ /s）3 3

の未利用分０．６６ｍ /sを愛知用水の供給区域である瀬戸市など４市２町3

に給水。

このように関係機関が一体となり、早めの対策を行ったことにより、平成６年渇

水で発生したような水道の断水、工場の生産ラインの停止、農作物の立枯等の深刻

な事態は回避されたほか、愛知万博開催中における当該地域の渇水を緩和すること

ができた。
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図－２ 長良川河口堰（長良導水）の未利用活用分の活用

（イ）平成１７年度の吉野川水系における渇水（夏渇水）

四国の水瓶である早明浦ダム（高知県）では、平成１７年４月～８月の降雨が平

、 。年の５０％以下であったことから用水供給が増加し ダムの貯水位が下がり始めた

貯水位の低下のスピードは平成６年の渇水時よりも速く、吉野川では６月１５日に

、 、取水制限を開始し 更に８月に新規利水の７５％カットを実施したにもかかわらず

利水容量（発電専用を除く）は２度（８月１９日～２０日、９月１日～５日の計５

日間）にわたり枯渇した。この間機構では、以下の対策を実施した。

○ 降雨に伴う取水制限の一時的な解除に合わせて香川用水の送水量の変更作業

（２２回。通常は年６回 ）を昼夜を問わず実施し、このきめ細やかな操作。

により、約６５９万ｍ の水を有効に取水・導水した。3

○ 早明浦ダムからの利水補給量の変更作業についても、降雨等による無効放流

を少なくするため 昼夜を問わず実施した ４１４回 平成１６年度は１８６、 。（ 。

回）

○ ＴＶ取材や横断幕等を通じての節水への協力を呼びかけた。

この非常事態に対し、吉野川水系水利用連絡協議会（国、県、利水者及び機構で

構成）では、発電事業者の協力を得て、早明浦ダムの発電専用容量からの緊急放流

（徳島用水１．８５ｍ /s、香川用水１．８１ｍ /s、延べ１５４万ｍ ）を行うこと3 3 3

を決定し、市民生活への深刻な影響を回避することができた。

※ 平成１７年渇水の規模は、利水容量の不足量の大小で評価すれば過去５８年間では第３位となる
。規模であり、これは平成６年渇水の規模（第４位）を上回る
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図－３ 早明浦ダム貯水量曲線（平成１７年）

図－４ 早明浦ダムからの用水補給状況(平成１７年）

（ウ）平成１９年度の吉野川水系における渇水

吉野川水系銅山川においては、平成１９年１月からの少雨傾向の影響により、２

月２日から一次取水制限に入り、第５次取水制限までの渇水調整が実施された。

吉野川水系吉野川においては、早明浦ダムの平成１９年４月から６月までの降水

量が平年の４６％に過ぎず、５月２４日から一次取水制限に入り、第３次取水制限

までの渇水調整が実施され、早明浦ダムの貯水量が２３．５％まで低下した。

この渇水期間中、機構では以下の対応を実施した。

○ 取水制限の強化や降雨による一時的な解除に合わせて、きめ細かい香川用水

の送水量の変更操作 １３回 平年は６回 を昼夜を問わず実施し 約４２１（ 、 ） 、

万ｍ の水を有効に取水・導水した。また、これに併せて早朝深夜の巡視を３

行った。

○ 池田ダムでは、早明浦ダム下流に降った降雨を有効に活用するための操作を
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４回実施し、約１６５万ｍ を有効活用した。３

○ 早明浦ダムを温存するため ５月～７月の間においては ２４９回 平成１８、 、 （

年度は１４０回）にわたる利水補給の変更作業を昼夜を問わず実施した。

この渇水により、香川県内では、小中学校や幼稚園で盛りつける皿を減らして水

の使用量を減らす給食を始めたり、徳島県では、県営プールの一般利用開始を見合

わせるなどの影響がみられたものの、上記取組により、深刻な被害は回避された。

図－５ 早明浦ダム貯水量曲線（平成１９年）

（３）日常の維持管理

ダム、水路等の管理における放流、取水、導水及び分水の各操作は、各施設におけ

る施設管理規程に基づき実施されるとともに、降雨状況等の水情報を元に、関係機関

への通知やきめ細やかな流量の調整を行っている。

また、管理業務を実施している各事務所等では水情報の収集、関係機関への通知、

水量の計算、ゲート操作及び施設監視等が確実に行えるよう、電気通信設備及び機械

設備の点検を定期的に実施している。

早明浦ダムの貯水量と降水量の関係
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表－７ ダム管理設備の例（電気通信施設）

設備名等

通信設備 多重通信装置 搬送端局装置 移動通信装置

電話交換装置 ケーブル類 給電線類

空中線類 空中線設備 反射板

電気設備 受変電設備 無停電電源設備 直流電源設備

予備発電設備 受電引込柱等 ケーブル接続

電子応用設備 管理用制御処理設備 テレメータ設備 放流警報設備

レーダ雨量計端末装置 ＣＣＴＶ設備 観測装置

その他 通信機械室 電気室 配線ケーブル

照明設備 中継局舎等 中継局電源

その他

図－６ ダムの基本的な設備

写真－１ 雨量観測設備 写真－２ 警報設備
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（４）水資源開発施設等保全管理事業の創設

木曽川用水施設及び三重用水施設では、農業用支線水路等における施設の劣化が広

範囲にわたり顕在化しており、修繕、補修に要する費用が増大することが予測される

ことから、機構では平成１８年度において施設の長寿命化によるライフサイクルコス

トの低減を実現する、水資源開発施設等保全管理事業の制度提案を行った。

本制度は、農業用支線水路施設等の状況調査や機能診断を行うことにより、計画的

に施設機能保全対策を実施し、国費及び利水者負担の平準化を図るとともに、劣化の

状況に応じた適切な措置を講じることによって、大規模な施設の改築に至る年数を延

長し、利水者の負担とともに国費の負担軽減に資するものである。

この提案については その後 農林水産省において制度創設要求が行われ 平成１９、 、 、

年度から事業に着手した。

平成１９年度は、木曽川用水、三重用水の土地改良区に管理委託している施設にお

いて、施設状況調査及び施設機能診断を行い、施設機能保全計画（三重用水地区約４

３．５ｋｍ、木曽川用水地区約８６．６ ）を策定し、予防保全工事等の機能保全km
対策（三重用水地区約０．２ ）を講じている。km

（５）施設管理規程等の策定・見直し等

施設の管理に当たっては、施設管理規程等に基づき適切に操作等を行ってきている

ところであるが、施設を取り巻く状況や管理の実態を踏まえて、施設管理規程等につ

。 、 、いても適切に見直しを行う必要がある また 新たに管理に移行する施設に関しては

管理移行前に施設管理規程を策定する必要がある。

中期目標期間中においては、以下の施設管理規程等の策定・変更を行っている （各。

変更等に係る関係機関との調整等については 「２ （９）①事業実施計画及び施設管、 ．

理規程の策定または変更時の情報提供と円滑な調整（Ｐ．２３２ 」に掲載 ）） 。

（平成１５年度）

①利根中央用水事業に伴う用途間転用(利根大堰等に関する施設管理規程の変更)

利根中央用水事業は、利根導水路建設事業で整備した合口連絡水路（埼玉用水路

及び邑楽用水路）と、埼玉用水路から分岐している葛西用水路の上流部について改

修を行い、利根中央土地改良事業（農林水産省）や関連末端整備事業（埼玉県）と

相まって、この地域の用水系統の再編成や水利施設の整備を行ったものである。

これらの事業によって合理化された農業用水を水道用水に転用することに伴い、

利根大堰等に関する施設管理規程の変更を行った。

②琵琶湖開発施設、正蓮寺川利水施設及び淀川大堰に関する各施設管理規程の変更

（大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴う整理）

大阪臨海工業用水道企業団（構成団体：大阪府及び大阪市）が、社会経済状況の

変化により平成１５年度末をもって解散することに伴い、同企業団が琵琶湖開発施

設、正蓮寺川利水施設及び淀川大堰の３施設で確保していた水量等について整理す

ることとなり、必要な施設管理規程の変更等を行った。
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③洪水警戒体制の発令基準の見直し等による施設管理規程の変更

発展の目覚ましい情報通信技術等を活用しながら、より安全に、効率的に、かつ

社会情勢の変化に応じてダムを管理・運用していくことが求められていること、及

び近年の大規模な豪雨の増加に伴い、洪水調節操作の前提としている計画規模を超

過する洪水の発生が相次いでいることから、国土交通省河川局長通知を受けて、当

機構の管理するダムについても施設管理規程等の点検を行ってきた。

この点検結果を踏まえて、気象台による注意報等の発令に係る地域区分の細分化

に対応する 例えば 群馬県内の降雨に関する注意報・・・ とあったものを 群（ 、「 」 「

馬県の水上北毛の降雨に関する注意報・・・」に変更）とともに、洪水調節のため

（ 、 ）の操作等に関する記述を整理 例えば 予備放流時における放流量の限度量を明記

することにより、安全で確実なダム操作を図ることと併せて、ダム操作の内容を明

、 。確化するため 特定施設２０ダムのうち１６ダムの施設管理規程等の変更を行った

（平成１６年度）

①房総導水路に関する施設管理規程の策定等

房総導水路について、平成１７年度から管理業務を行うに当たり、施設管理規程

の策定を行うとともに、同施設の一部については農林水産省の両総用水との共有施

設であるため、当該区間の管理等について必要な協定の締結等を行った。

②愛知用水施設等に関する施設管理規程の変更等

愛知用水二期事業の水路等施設部分の完了に伴い、二期事業により生じた愛知用

水二期施設と旧愛知用水公団が実施した愛知用水事業により生じた愛知用水施設を

一体的に管理する必要があるため、昭和３６年に制定された愛知用水施設管理規程

の全部を変更するとともに、犬山導水施設、岐阜県との共同施設である松野ダム等

に関する管理等について必要な協定の締結等を行った。併せて、旧愛知用水公団が

河川法（昭和３９年法律第８４号）第４７条第１項の規定に基づき、河川管理者か

ら承認を受けた松野ダムの操作規程について、機構法において河川法上の承認を受

ける必要がないことから河川管理者あて廃止申請を行った。

③房総臨海工業用水の転用に係る水源調整（霞ヶ浦開発施設及び奈良俣ダムに係る

施設管理規程の変更、房総導水路に係る施設管理規程における措置)

千葉県内における今後の水需給については、生活用水では給水人口の増加等から

千葉市と北千葉広域水道企業団で水源不足が見込まれ、一方、工業用水では経済情

勢の変化等から県営房総臨海工業用水の水源の一部に余剰が見込まれるところであ

った。このため、千葉県では、工業用水の既存水源を生活用水に転用して有効活用

を図る水源調整を実施することとなり、これに併せ、水源である奈良俣ダム及び霞

ヶ浦開発施設の施設管理規程を変更するとともに、上記房総導水路の施設管理規程

にも反映させた。

④安全で確実な操作を推進するための施設管理規程の変更（洪水警戒体制の発令基
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準等の明確化等）

平成１５年度の１６ダムの施設管理規程の変更に引き続き、平成１６年度には湖

沼開発施設のうち霞ヶ浦開発施設について、洪水警戒体制の発令基準や体制発令時

において執るべき措置をはじめとする施設の操作等について再整理・明確化を行

い、上記③の施設管理規程の変更において併せて措置した。

（平成１７年度）

①早明浦ダム施設管理規程の変更

徳島用水の農業用水の取水パターンの変更に伴い、かんがい用水の最大値が増加

するため、早明浦ダム施設管理規程の変更を行った。

②香川用水施設に関する施設管理規程の変更等

香川用水施設緊急改築事業のうち取水施設及び東部幹線水路については、平成

１７年度をもって事業を完了し、平成１８年度から当該施設についても管理の対象

となることから、施設管理規程の変更を行った。

③群馬用水利水高度化計画で確保した水道水源の配分（矢木沢ダム及び群馬用水施

設に係る施設管理規程の変更)

群馬県は、群馬用水施設について、国の開田抑制政策など農業情勢の変化を踏ま

え、施設と水の有効活用を図ることを目的とした利水高度化計画に基づき、昭和

５６年に農業用水の一部を水道用水に転用したところである（夏期３．２ｍ /s。3

水源：矢木沢ダム：冬期は、別途、上流ダム群等により手当て 。一方、①この配）

分を受けた渋川市においては、冬期の水源を戸倉ダムで確保することとして、暫定

水利権を取得して取水してきていたところ、同ダム建設事業の中止決定（平成１５

年度）に伴い、別途、冬期の水源を確保する必要が生じたこと、②群馬県内におけ

る水道用水の需要は、利水高度化計画の策定時と比べてその伸びが鈍化し、

０．５５９ｍ /sを引き続き確保する必要性が見込まれないこと、③旧箕郷町や旧子3

持村においては、既存水源である井戸水や沢水の枯渇に伴い、河川表流水の確保を

要望していることなどから、他の水利に影響を与えないことを前提に、既に渋川市

に配分した０．１１６ ｍ /s（夏期）と群馬県が保有していた未配分の０．５５９3

ｍ /s（夏期）を合わせて通年化して、従来は夏期のみであった渋川市の水道用水を3

通年にするとともに、新たに高崎市（旧箕郷町）及び渋川市（旧子持村）に配分す

ることとなり、これに併せ、群馬用水施設の施設管理規程及び水源である矢木沢ダ

ムの施設管理規程の変更を行った。

④池田ダムの操作細則の見直し

池田ダムについては、平成１６年度に既往第１位・第２位となる洪水が発生し、

これまでの管理業務において経験のない流量規模の洪水対応を行った。この実績を

を踏まえ、より的確な施設操作のため、ゲートの操作順序の変更を行い、これに伴

い操作細則の変更を行った。
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（平成１８年度）

①愛知用水施設及び愛知用水二期施設に関する施設管理規程の変更

愛知用水二期事業（牧尾ダム堆砂対策）の完了に伴い、この事業により生じた貯

砂ダム２施設、床止工１カ所について新たに管理対象施設となることから、愛知用

水施設及び愛知用水二期施設の施設管理規程の変更を行った。

②新たな国庫補助制度の創設に伴う木曽川用水施設及び三重用水施設に関する施設

管理規程の変更

水資源開発施設等のうち農業用支線水路等においては施設の劣化が広範囲にわた

り顕在化しており、今後、修繕・補修に要する費用の増大が予想されることから、

施設の長寿命化によるライフサイクルコストの低減を目的とする保全管理対策（施

設機能保全計画の策定及び劣化の状況に応じた適切な機能保全対策の実施）に係る

国庫補助制度について、平成１８年度に機構から制度提案を行い創設された。

平成１９年度には、木曽川用水施設（木曽川右岸施設）及び三重用水施設につい

て同制度の適用による事業を実施することとなったことから、木曽川用水施設及び

三重用水施設の施設管理規程の変更を行った。

（平成１９年度）

①滝沢ダム及び徳山ダムに関する施設管理規程の策定

滝沢ダム建設事業及び徳山ダム建設事業の平成２０年度からの管理移行に伴い、

両ダムの施設管理規程の策定を行った。

②発電事業主体の変更等に伴う浦山ダムに関する施設管理規程の変更

浦山ダムの共同事業者である発電事業主体の変更及び洪水調節等後の水位低下時

の利水放流設備併用操作の明確化を図る等のため、浦山ダムの施設管理規程の変更

を行った。

③利水者の取水開始に伴う岩屋ダムに関する施設管理規程の変更

岩屋ダムの利水者（かんがい用水）が取水を開始することに伴うかんがい期間等

の明確化を図るため、岩屋ダムの施設管理規程の変更を行った。

④施設の操作基準に係る長良川河口堰に関する施設管理規程の変更

長良川河口堰においては、平成１６年７月の洪水時に発生した塩水遡上への対策

として 「塩水の遡上のおそれ」を新たに規定したことに伴い、施設管理規程及び、

細則の変更を行った。

⑤河川工事による管理対象施設の改築に伴う房総導水路に関する施設管理規程の変

更

房総導水路のうち、両総用水共用施設（農林水産省との共有施設）の一部である
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横芝堰は、河川管理者（千葉県知事）による河川工事に伴い改築が行われ、旧施設

、 、と諸元等が異なることとなったことから 管理対象施設の諸元の明確化を図るため

房総導水路の施設管理規程の変更を行った。

⑥利水者の取水開始及び水源計画変更に伴う秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路に関する施

設管理規程の変更

秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路の利水者（水道用水）が滝沢ダムの完成により同ダム

の開発水の取水を開始し、水源計画を変更すること及びこれに伴う費用負担割合の

変更を行うため、秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路の施設管理規程の変更を行った。

⑦開発水の転用に伴う長良川河口堰に関する施設管理規程の変更の認可申請

長良川河口堰の開発水のうち 愛知県工業用水を愛知県水道用水に転用 ５ ４６、 （ ．

㎥/s）すること、及びこれに伴う費用負担割合の変更を行うため、長良川河口堰の

施設管理規程変更の認可申請を行った（平成２０年３月２７日申請 。）

（６）未処理用地への対応

残存登記等のある未処理用地の処理については、平成１７年度上半期に用地部・管

理事業部合同で各事務所からヒアリングを行い、その結果に基づき、以下の基準に基

づく分類を行い、優先順位付けを行った。

第１順位：関係者から処理の要求・申入等があるもの。

第２順位：機構が管理すべき土地の近隣において第三者による工事等の開発行為

が予定されている場合で、機構施設又は用地が侵害されるおそれのあ

るもの。

第３順位：機構の権原が担保されていないことにより、施設の管理に支障を及ぼ

す、施設の安全性を損なうなどの可能性が高いと考えられるもの。

第４順位：管理移行後、あまり時間が経過しておらず、未処理となった経緯や関

係書類又は担当者の交渉時の記憶等がはっきりしているもの。

第５順位：将来の改築・修繕工事等に支障を及ぼす可能性のあるもの。

上記処理優先順に従い、平成１７年度以降において、毎年度、処理方針・処理計

、 、 、画を策定して計画的な処理に努め 平成１７年度４８０筆 平成１８年度２３０筆

平成１９年度２６筆の計７３６筆の処理を行った。

なお 「事業用地の保全等事務取扱指針」についても、未処理用地の処理の実態、

に合わせた内容の見直しを行うとともに、交渉が難航している案件については、本

社、支社・局と各事務所の間で情報を共有するなど、体制の強化を図っている。

（７）不法占有等の対応

機構施設における不法占有・不法投棄事案については、平成１８年１月の全管理所
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を対象とした調査結果 不法占有３８例 建築物・工作物 耕作事案等 不法投棄４２（ （ 、 ）、

例（家庭ごみ、産業廃棄物、大型電化製品等 ）を基に取組を進めた。また、裁判等の）

法的手段等も念頭に置き、原因者の特定、施設管理への支障、原因者への対応、警察

への協力要請など最適な手法等を内容とするマニュアルの作成を進めている。

具体的な取組事例

長良川河口堰の資料館駐車場に不法駐車を続ける大型車輌について警察に協力を

求めた。結果、原因者自らが車輌を移動した （平成１８年度）。

写真－３ 原状回復前（不法駐車） 写真－４ 原因者が排除

（８）その他（管理業務に係る表彰事例等）

江川ダムの利水運用

江川ダムは、ダム貯留量に利水者別配分ルールを設け、利水者別に貯留量を管理

する方式（貯金通帳方式）としている。利水者別の貯留量は毎日全利水者に報告さ

れ、各利水者は自分の貯留量と以降の取水計画を考慮し、取水量（ダムからの放流

量）を決定し機構に申し込む。

また、機構と利水者による配水運営協議会を設置し、利水者毎の年間の取水計画

に関する情報の共有を図り、渇水などで貯金（貯留量）が少ないときは互譲の精神

で水融通を実施している。

このような利水運用及び情報共有を通して、各々の利水者の主体的な節水意識に

働きかけ水を有効に利用している。さらに近傍の寺内ダムとの総合運用により効率

的な利水運用を行っている。

この取組を寺内ダムの運用開始以来２７年間継続している。

以上のことが評価され 『平成１６年 ダム・堰危機管理業務顕彰 （※）の最優、 』

秀賞を受賞した。

※ダム・堰危機管理業務顕彰とは、国、機構、都道府県、市町村及び電気事業者の管理する施設

において、他の範となる顕著な取組をダム・堰危機管理業務顕彰委員会〔委員長：中川博次立

命館大学教授、事務局（財 ：ダム水源地環境整備センター内〕が表彰するものであり、最優）

秀賞及び優秀賞各１組織並びに奨励賞２組織が選ばれる。
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】【矢木沢ダムにおける濁水発生時の対応

矢木沢ダム（沼田総合管理所管理）では、平成１６年７月の新潟豪雨の影響を受

け、管理開始後第２位・第３位の規模の出水を２日続けて記録し、その約３週間後

、 。である８月９日に 矢木沢ダムからの放流水が茶白色に濁っている状況を確認した

、 。この状況を受け 沼田総合管理所では迅速に現地調査に着手し状況把握を行った

また、矢木沢ダムの下流には、東京電力管理の須田貝ダム、国土交通省管理

の藤原ダム及び複数の水力発電施設（東京電力）が位置しており、矢木沢

ダムからの放流水の濁りは、各施設を経由して下流の水上町、月夜野町及

び沼田市に到達することから、国土交通省利根川ダム統合管理事務所及び

東京電力奥利根制御所に対応の協力を要請した。

その結果、沼田総合管理所を中心に３機関が一体となって情報共有・密

接な連携を行い、利水補給対象ダムの振替、須田貝ダム貯水池内における

汚濁防止フェンスの設置などの対策を適宜実施し、更に関係市町村、マス

コミ等への情報提供を的確に行うなどして、特に混乱が生じることなく収

束に導くことができた。

なお、本件に係る一連の対応については 『平成１６年 ダム・堰危機管、

理業務顕彰』の奨励賞を受賞した。

写真－５ 矢木沢ダム直下流 写真－６ 矢木沢ダム直下流

（８月１３日撮影） ９月１７日撮影）(
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中期目標期間における達成状況

中期目標期間中、７水系における水道用水・工業用水・農業用水の安定的な供

給や、洪水被害の軽減、渇水影響の回避等のため、施設管理規程に基づく的確な

管理を実施している。また、施設を取り巻く環境や管理実態を踏まえて、施設管

理規程等についても適切に見直しを実施しており、中期計画に掲げる的確な管理

等（安定的な水供給等）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成でき

たものと考えている。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

１）水質保全等の取組

（中期目標）

② 日常的に水質情報を把握し、安全で良質な水の提供に努めること。また、水

質が悪化した場合及び水質事故発生時には、河川管理者、利水者及び関係機関

との調整を図り、その影響の軽減に努めるとともに、必要に応じその対応につ

いて率先した役割を担うこと。

（中期計画）

安定的な水供給に当たっては、安全で良質な水の供給に努める。また、水質情

報の把握を行い、富栄養化現象など水質に異常が見られた場合には、利水者や関

係機関との連絡調整を図るとともに、必要に応じて、水質改善についての検討を

行い、可能な対策を実施する。

（中期目標期間における取組）

水質保全等の取組■

（１）水質情報の把握

機構が管理している全４９施設（平成１５，１６年度は全４８施設）において日常

的に巡視を行った他、定期水質調査、水質自動観測及び利水者等からの水質データの

入手等により詳細な水質情報の把握を行い、必要に応じて速やかに水質対策を実施し

た。

さらに、把握した水質に関する情報は、積極的に利水者等関係機関に提供を行うと

ともに、平成１５年度において１８施設であったホームページによる水質情報の公表

を３３施設に拡大した。

表－１ 水質情報の把握及び情報の提供

巡 視 定期水質 水質自動 関係機関か 関係機関へ にホ ー ム ペ ー ジ

調 査 観測装置 らの水質デ の水質情報 よ る 水 質

ータの入手 の 提 供 情報の提供

４８ ４５ ３５ ２４ ３６ １８管理施設数 H15（ ）

４８ ４４ ３６ ２８ ３６ ２７管理施設数 H16（ ）

４９ ４４ ３６ ２９ ３７ ２７管理施設数 H17（ ）

４９ ４４ ３６ ２９ ３７ ２８管理施設数 H18（ ）

４９ ４４ ３７ ３２ ３７ ３３管理施設数 H19（ ）

（２）水質異常の未然防止

貯水池等で富栄養化が進むと、藻類が異常増殖し、アオコや淡水赤潮が発生しやす

くなり、景観障害や異臭味障害、浄水場におけるろ過障害などの可能性が高くなる。

また、洪水等の出水後においては、貯水池における濁水の長期化や冷水現象が発生す
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る場合がある。

こうした水質異常に対しては、水質の監視、曝気循環設備等の各種水質対策設備を

貯水池等に設置・運用するほか、関係機関とも連携して流域からの負荷削減にも努め

るなど、水質異常の発生抑制を図っている。

表－２ 水質異常発生抑制のための水質対策設備設置状況

副ダム 遮光設備
曝気循環 深層曝気 分 画 バイパス

設 備 設 備 フェンス 水 路

管理施設数 H15 ６ ６ ６ ２ ３ ３（ ）

管理施設数 H16 ６ ６ ６ ２ ３ ３（ ）

管理施設数 H17 ８ ６ ７ ２ ３ ３（ ）

管理施設数 H18 ８ ６ ７ ３ ３ ３（ ）

管理施設数 H19 ９ ６ ７ ３ ３ ３（ ）

具体的な取組事例

○ 取組事例１

高山ダムにおいては、水質・景観改善を

「 」目的とした 高山ダム貯水池水質保全事業

を国土交通省から受託し、平成１５年度ま

でに４基の曝気循環設備を設置した。毎年

夏期(７月頃から９月頃)にアオコの発生が

見られていたが、曝気循環設備２基の運用

(平成１６年からは４基運用)を開始した平

成１５年以降は、アオコの発生が確認され

なくなった。平成１８年度以降は、平成１

７年３月に策定した曝気設備の運用マニュアルに従った運用を行い効果的な運用

を行うとともに、効果の検証も行った。

同様に、草木ダムや寺内ダムでも運用マニュアルを策定し、効果的効率的な運

用を行っている。

写真－１ 曝気循環設備の運用状況

（高山ダム）
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○ 取組事例２

浦山ダムでは、ダムからの濁水放流の軽

減、清流復活・生態系の保全等の水環境の

改善を目的として、平成１５年度より国土

交通省より「浦山ダム水環境改善事業」の

委託を受け、上流河川からの流入水を直接

放流設備へと導く清水バイパスの設置工事

を１９年３月に竣工し、平成１９年度より

運用を開始した。平成１９年９月の台風９

号に伴う降雨により浦山ダム貯水池に濁水

、 。が流入したこと等により 平成２０年３月まで貯水池の濁りが高い状態が続いた

ダム貯水池において濁度１０を超える日数が１５２日（平成１９年１０月８日～

平成２０年３月７日）あったが、清水バイパスの運用により放流水が濁度１０を

超えた日数は３１日となり、放流水の濁りは大幅に軽減されており、効果を上げ

ている。

（３）水質異常発生時の対応

水質異常発生時には、関係機関に速やかに連絡するとともに、臨時水質調査を実施

して、詳細な状況を把握し、状況に応じて選択取水設備の運用やフェンスの設置、ア

オコの回収を行う等、利水者等への影響を可能な限り軽減するよう対策を実施し、安

全で良質な水供給に努めた。また、こうした各施設における水質異常の発生と対応の

状況については、機構内の対応強化を図るため、逐次情報をパソコンを通じた社内

ＬＡＮに掲載し、情報の共有化を図った。

具体的な取組事例

○ 取組事例１

室生ダムでは平成１４年のアオコ発生の

経験を踏まえ、平成１５年４月に関係機関

、の参加を得て富栄養化問題勉強会を開催し

同年６月には「今後のアオコ対策」につい

て利水者や関係機関へ説明するとともに記

者発表を行った。今後においては、ダム湖

底層の貧酸素改善及び藍藻類の異常増殖抑

制を目的として、平成２０年度より国土交

「 」通省が実施する 室生ダム水環境改善事業

の一部を受託し、曝気設備２基をダムサイト地点に設置する予定である。

写真－２ 濁水長期化防止を目的と

（ ）した清水バイパス 浦山ダム

写真－３ フェンスによるアオコの

（ ）拡散防止状況 室生ダム
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○ 取組事例２

阿木川ダムでは、流入支川で発生した初

期のアオコの除去・拡大防止を目的として、

藻類除去装置によるアオコ対策を試験的に

行い効果を確認した。この藻類除去装置は、

アオコを含んだ水を圧力処理することによ

り、アオコの群体を分散させるとともに、

細胞中のガス胞を破壊することでアオコの

除去を行うものである。

寺内ダムにおいても、曝気循環設備の効

果が届きにくい水域について、既存の藻類

除去装置の運用を見直し、自然の風によりアオコを集積させ効率的に除去する運

用を行った。

（４）水質改善を進めるためのその他の取組

① 関係機関等との意見交換、学識経験者からの助言を踏まえた取組

水質改善に向けた取組として、利水者等関係機関との情報・意見交換を通じて

相互理解と連携強化を図った。また、検討会の開催を通じ学識経験者等からの助

言を得ながら水質対策設備の設置及び効果的・効率的な運用の検討を行うととも

に、関係機関と共同で水質改善対策の工夫や新たな水質改善の方法について検討

を行っている。

表－３ 関係機関・学識経験者等検討会一覧

施設名 委員会等名 主な取組

阿木川ダム 阿木川ダム水質保全検討会 流域内対策及び湖内対策や設備

（平成１４年度～） の運用方法の検討

阿木川ダム上流域内対策検 流域内の対策について検討

討部会（平成１７年度～）

布目ダム 水質保全連絡会 水質保全設備の運用と水質調査

（平成３年度～） 結果の報告及び意見交換

日吉ダム 日吉ダム冷濁水対策検討会 冷濁水発生のメカニズムと対策

（平成１７年度～） の検討

早明浦ダム 早明浦ダム選択取水設備操 濁水対策としての選択取水設備

作に関する検討会 の操作方法等の検討

（平成１１年度～）

写真－４ 加圧噴射衝撃浄化装置

（寺内ダム）
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② 地域と連携した取組

水質改善に向けて地元関係機関、ＮＰＯ、地元高校生等と連携した取組を行っ

ている。

具体的な取組事例

阿木川ダムにおいては、平成１６

年度より、地元住民と連携した取組

として、ダム湖内で地元の恵那農業

、 （ ）高校生と協力し 水生植物 空心菜

の水耕栽培実験を実施している。

平成１９年度は、同校とともに、

「 」内閣府 地方発の地域経済建て直し

政策コンペに応募し、水生植物の栽

培により、富栄養化現象を負の価値

から正の価値へ転換するとともに、

地域住民と連携することでダム流域

住民のダム水質に関する意識向上と地域

活性化を図るという提案趣旨により、特

別賞に選ばれた。

阿木川ダムにおいては、今後において

も地域住民とともに、より発展的に取組

を継続したいと考えている。

比奈知ダムにおいても、平成１９年度

より、地元ＮＰＯと協働で水生植物を栽

培する同様な取組を行っており、今後は

設置規模の拡大を検討するとともに、地

域の学校を含めた活動として進めていく。

写真－６ 水生植物栽培状況

（阿木川ダム）

写真－５

内閣府特別賞受賞の記事
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③ きめ細かな対策の工夫と新たな水質対策技術の試行

既存施設の活用の工夫をはじめ、新たな水質対策技術を導入・試行することに

より、水質改善等の取組を行っている。

具体的な取組事例

○ 取組事例１

千葉用水総合事業所の成田用水、北総東

部用水及び東総用水では、アオコの発生抑

制を目的として、平成１４年度から平成１

、 、８年度にかけて ファームポンドにおいて

維持管理面・経済性の観点から最適である

「六角フロート」を用いた抑制対策を行う

とともに、アオコの発生抑制効果の検証を

行った。

、 、また 平成１６年度に東総用水において

平成１７年度に成田用水において、かん水

器具のストレーナーの目詰まり防止やアオ

コの発生抑制を目的として、吸水槽やファ

。ームポンド内の底泥堆積物の除去を行った

これらのファームポンドでは、底泥堆積

物の除去と六角フロートを併用することに

より、効果が発揮されることが確認された

ため、今後も引き続き底泥堆積物の除去を

行う予定である。

印旛沼では 「印旛沼流域水循環健全化計、

画」に基づき、千葉県からの依頼を受けて、洪水時に運転を行う大和田排水機場

を使用し、既得の水利使用に支障を及ぼさない範囲で排水運転を行い、沼に溜ま

った水を流動化させ、水質を改善する取組を行っている。

写真－７

上：底泥堆積物の除去

下：大和田排水機場運転状況

（千葉用水総合事業所）
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○ 取組事例２

新たな水質対策技術として、光触媒によ

る藻類増殖抑制の可能性について、平成１

。 、７年度より検討を行った 平成１７年度は

、 、既往文献を収集するほか 各種藻類(藍藻類

緑藻類、珪藻類)の室内培養実験を行い、程

度に差はあるものの藻類増殖抑制効果を確

認した。平成１８年度は、現場適用を想定

し、遮光対策と組み合わせた手法で室内実

験を行い、藻類増殖抑制に対して一定の効

果を有すること、ただし、効果の程度は遮

光のみの場合と比較して小さいことなどを

確認した。平成１９年度は、遮光対策と組

み合わせた手法で東総用水の長山ファーム

ポンドを使って現地実験を行った。藻類増

、殖抑制に対して一定の効果を有するものの

費用対効果は遮光のみの場合と比較して小

さいことなどを確認した。

今後においても、水質対策技術として有

効と思われる技術について、効果を検証し

ていく予定である。

④ 着実で計画的な取組に向けて（貯水池等水質管理計画）

水質改善の取組では、毎日の気象、水象デ

ータ等と水質の変化との関係を把握し、対策

を講じていく中で、蓄積された経験をもとに

関係機関と連携して水質改善を図っていくこ

とが重要である。そのため、ＰＤＣＡサイク

ルの考え方を取り入れた「貯水池等水質管理

計画」を、平成１７年度に２ダムで作成し、

水質管理の取組について検討を行った。平成

１８年度は、対象ダム数を１０ダムに、平成

１９年度は、さらに２６ダムに拡大し、それ

ぞれ計画の作成・運用を行った。

平成２０年度は、対象ダム数をさらに全

２９ダムに拡大するとともに、水路等の施設

についても計画作成に向けた検討を行う。

図－１ 貯水池等水質管理

計画の枠組み

写真－８

上：室内培養試験

下：ファームポンドでの現場

実験の状況（東総用水）
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⑤ 水質に関する組織的取組

水資源機構は 「安全で良質な水を安定し、

て安くお届けする」という経営理念のもと、

良質な水源確保のため、さまざまな水質改善

に向けた検討を行っているところである。

平成１４年度に全国各地のダム等でアオコ

等の問題が頻発したことを契機として、ダム

貯水池等の富栄養化対策の一層の強化に資す

るため、機構職員による「富栄養化問題に係

る研究会 を設置して検討を行った 平成１８」 。

年度には、富栄養化の現象、対策技術、水質

調査及び濁水問題について取りまとめを行

い、成果報告書を関係部署に配布するととも

に、説明会を開催し、今後の水質対策に関す

るレベルの向上を図った。

さらに、各現場での取組、新たな水質改

善に関する技術等水質に関する情報を関係

部署で共有するとともに、現場で活用する

ための実践的な検討を通じて、更なる水質

改善に向けた取組を推進するため、同じく

機構職員による「水質改善検討会」を平成

１８年度に設置した。曝気循環設備をテー

マとした検討を行い、曝気循環設備の詳し

いメカニズムや効果的・効率的な運用方法、各ダムにおける設置・運用の事例等を

取りまとめ、成果を実際の現場で活用できるようにした。

さらに平成１９年度、水質問題を体系的に捉え、取組の方向性について検討する

ため、正副理事長をはじめとする機構役職員による「水質に関する勉強会」を本社

に新たに設け、水質問題に対する今後の経営戦略について方針を明確化した。

写真－９

上：研究会成果報告書

（ ）下：水質改善検討会の開催状況 本社
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中期目標期間における達成状況

中期目標期間中、機構が管理している全施設において巡視行ったほか、定期水

質調査、水質自動観測装置、利水者等からの水質データの入手等を行い、必要に

応じて速やかに水質対策を実施した。また、安全で良質な水を安定的に供給する

ために、布目ダム、日吉ダム、阿木川ダム等において、利水者等と連携しつつ、

水質改善についての検討を行い、対策を実施した。

以上により、中期計画に掲げる施設管理規程に基づいた的確な管理等（水質保

全等の取組）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考

えている。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

２）水質事故時の対応

（中期目標）

日常的に水質情報を把握し、安全で良質な水の提供に努めること。また、水

質が悪化した場合及び水質事故発生時には、河川管理者、利水者及び関係機関

との調整を図り、その影響の軽減に努めるとともに、必要に応じその対応につ

いて率先した役割を担うこと。

（中期計画）

水質事故等の発生時においては、利水者、河川管理者、関係機関等と連絡・

調整を図り、的確な施設操作を行う等、その影響の軽減に努める。

（中期目標期間における取組）

水質事故時の対応■

１．水質事故の発生状況

機構施設に関係する水質事故の多くは、関係河川や機構施設への油類や化学物質等

の流入によるものであり、交通事故など第三者に起因する事故等が多い。このため、

機構の全事務所では水質事故の発生に備えて、オイルフェンスの設置、オイルマット

等を確保している（消費したオイルマット等は、原因者負担により速やかに補充して

いる 。）

平成１５年度から１９年度に機構施設及びその周辺河川等において発生した水質事

故は２１４件であり、内１０件については、取水停止等、利水者への影響を生じてい

るが、これらの事態に対し、利水者、関係機関等と連絡調整を図るとともに、取水位

置の変更、オイルフェンス、オイルマット設置等の対策を迅速に実施するなど、水質

被害の拡大防止及び被害軽減の措置を迅速に行っている。

図－１ 機構施設及びその周辺河川等において発生した水質事故
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表－１ 平成１６年度～平成１９年度 水質事故の原因と対応措置等の状況

事例１

発 生 年 月 日：平成１５年４月１日

関 係 河 川 名：吉野川

水質事故の内容：他事業者が工事中に誤って貯水池内に油を流出させた。

関係管理所等：池田総合管理所早明浦ダム

対 策 方 法：早明浦ダムに配備していたオイルフェンスで拡散を防止し、油

をオイルマットで吸着して流出した油を回収した。その結果、

ダム放流水への影響を回避できた。

写真－１ オイルフェンス、オイルマットを使用した回収作業

事例２

発 生 年 月 日：平成１６年８月４日

関 係 河 川 名：利根川

水質事故の内容：秋ヶ瀬取水堰上流にある糠田排水機場（埼玉県管理）のメンテ

ナンス作業中に請負者が燃料油（Ａ重油）約２００Ｌを流出さ

せた。

関係管理所等：利根導水総合管理所

対 策 方 法：①秋ヶ瀬取水堰では、取水口及び沈砂池にオイルフェンスを設

置し、油の流入防止を図った。

利水者へ
の影響

交通
事故

不法投
棄等

河川工
事等

その他 不明 油類 その他 不明
機構及び
関係者

特定の
第三者

自然現象
不明

オイル
フェンス
等措置

パックテ
スト等水
質調査

中和剤
措置

その他 有

H16 44 10 3 5 8 18 29 6 9 1 20 23 26 7 4 12 1

H17 29 4 3 1 11 10 24 3 2 1 12 16 20 5 4 6 1

H18 35 4 2 3 7 19 28 2 4 4 9 22 14 12 3 7 2

H19 42 7 4 2 16 13 31 3 8 5 15 22 21 13 1 13 6

合計 150 25 12 11 42 60 112 14 23 11 56 83 81 37 12 38 10

事故
件数

事故原因 原因物質 原因者 対応措置
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②堰上流の油混じり汚濁水を早急に堰下流へ流下させるため、

堰のフラッシュ操作を、国土交通省荒川上流河川事務所、埼

玉県大久保浄水場及び東京都朝霞浄水場と調整を図りながら

実施した結果、取水には影響がなかった。

写真－２ 糠田排水機場のオイルフェンス設置状況

写真－３ 沈砂池のオイルフェンス設置状況

事例３

発 生 月 日：平成１７年４月１３日

関 係 河 川 名：利根川（印旛沼）

（ ） 、水質事故の内容：印旛沼 北沼 への流入河川である松虫川付近の重機置き場で

重油タンクの撤去中に油漏れが発生し、印旛沼に流出した。

関係管理所等：千葉用水総合事業所

対 策 方 法：関係機関と共同で、オイルマット及び処理剤にて処理を行い、

印旛沼からの放流口である酒直水門にオイルフェンスを設置し

た結果、利水者には影響がなかった。
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写真－４ 酒直水門のオイルフェンス設置状況

事例４

発 生 月 日：平成１８年９月２５日

関 係 河 川 名：淀川水系猪名川支川一庫大路次川

水質事故の内容：一庫ダム直下流の国道１７３号でトラックが横転して道路排水

孔を経由し河川（猪名川）及び一部農水路に油が流出した。

関係管理所等：一庫ダム管理所

対 策 方 法：関係機関からの協力要請を受け、河川流出部及び農水路でオイル

マットによる油吸着処理を行い、河川流出部にオイルフェンスを

設置し油流出防止対策に取り組んだ結果、苦情等はなかった。

写真－５ 横転したトラックの状況 写真－６ 河川流出部のオイルフェンス設置状況

事例５

発 生 月 日：平成１９年９月２９日

関 係 河 川 名：淀川水系宇陀川支川香酔川

水質事故の内容：室生ダム上流域の流入河川に油類の流出を確認した。

関係管理所等：木津川ダム総合管理所室生ダム管理所

対 策 方 法：タンクローリーが交差点で横転した際に積載していた米ぬか油
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約７ｍが宇陀川支川香酔川に流出した。ダム湖でオイルマット3

による油吸着処理を実施するとともにオイルフェンスを設置し

た。ダム湖への流入に対し水質調査を実施し異常がないことを

確認し、河岸の雑草に付着している油のほかダム湖に流入した

油の回収を関係機関と調整し回収した。なお、下流の水道取水

への影響はなかった。

写真－７ ダム湖のオイルフェンス設置状況 写真－８ 油回収実施状況

２．水質事故発生に備えた訓練等

各現場事務所では、水質事故の発生に備えて、オイルフェンス、オイルマット等の

資材を確保している。併せて、水質事故の発生を想定した訓練を機構単独、若しくは

関係機関等と合同で実施しており、これまでに情報伝達、オイルフェンスの設置、魚

の斃死を想定した魚回収訓練等を実施している。

表－２ 水質事故対応訓練実地状況

年度 訓練場所 訓練内容 参加団体等

H15 群馬用水 情報伝達訓練 県、２団体、１８市町村、機構

H16 群馬用水 情報伝達訓練 県、２団体、１８市町村、機構

筑後川 合同危機管理訓練 国、３団体、１市、機構

H17 利根川 関水対協連合水質事故対策訓練 *1 加入団体（*2）（ ）

牧尾ダム 水質事故対策訓練 機構独自

H18 渡良瀬遊水池 関水対協連合水質事故対策訓練 加入団体

薗原ダム 水質事故対策訓練 国土交通省、機構

筑後大堰 水質事故対策訓練 機構独自

H19 鬼怒川 関水対協連合水質事故対策訓練 加入団体

日吉ダム 水質事故対策訓練 機構独自

（*1）関水対協：関東地方水質汚濁対策連絡協議会

（*2）加入団体：国、１都７県、４市、水機構
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写真－９ 水質事故対策訓練状況 写真－１０ 合同水質事故対策訓練状況

（ダム取水口へのオイルフェンス設置） （河川へのオイルフェンス設置）

中期目標期間における達成状況

中期目標期間中、機構が管理している施設等における水質事故発生時には、関

係する河川管理者、利水者及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応

じ取水位置の変更や関係機関との連携によるオイルフェンス等の設置などを実施

し、被害の拡大防止及び影響軽減に努めてきており、中期計画に掲げる施設管理

規程に基づいた的確な管理等（水質事故時の対応）については、目標を達成でき

たものと考えている。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

３）洪水被害の防止または軽減

（中期目標）

特定施設においては、的確な洪水調節操作を行い、洪水被害の防止又は軽減を

図ること。

（中期計画）

特定施設については、的確な洪水調節操作を行い、洪水被害の防止又は軽減に

努める。

（中期目標期間における取組）

特定施設の的確な洪水調節操作■

１．出水時におけるダム等の管理

洪水は、降雨等の時間的・地域的特性、流出特性等の種々の要素によって、その規

模や波形は一様でなく 時には大きな被害をもたらす また 近年 日降水量が３００、 。 、 、

を超える異常降雨や、時間雨量が６０ を超えるような局地的・局時的豪雨なmm mm
どが多発傾向にある。このような洪水に対して、ダム等の管理は、流域からの出水を

ダムに貯留しながら、放流量の調節を行うことにより、ダム下流域等の洪水被害を防

止、軽減し、人々の生命財産を守るという重要な役割を果たしている。

出水時においては、防災業務計画に基づき、本社、支社・局、総合事業所、総合管

理所及び管理所において、２４時間体制で迅速かつ確実な防災業務を実施しており、

気象に関する注意報・警報や、降雨・河川流況に関する情報等により随時防災要員を

、 、 、 、 、招集し 情報収集・流出予測 設備の点検 関係機関への連絡 下流等の巡視・警報

ゲート操作等洪水調節等の多岐にわたる業務を行っている。

また各ダムでは、過去の洪水時の流出結果を基に作成した流入・貯水位予測システ

ムに基づき、流域内に設置している雨量観測所などの実績降雨と （財）日本気象協会、

の「気象情報システム （ＭＩＣＯＳ－ｗｉｔ)や国土交通省所管の「レーダ雨量シス」

テム （全国２６箇所に雨量レーダを設置）による短時間降雨予測値などを使い、ダム」

湖等への流入量・貯水位変化予測を行い、防災業務に役立てている。

一方、ダム下流の河川では、アユ釣り客、河原での行楽客や川辺でのキャンプ客な

ど、多くの利用者がいるが、安全に放流操作を行うため、河川の的確な巡視・警報に

細心の注意を払っている。中でも下流警報区間が４７kmにも及ぶ高山ダムでは、下流

河川の利用者一人ひとりに声をかけるなど、安全を確認するため、片道６時間かけて

巡視を行っている。

また、下流地域の安全を確保しつつ円滑な放流を実施するため、河川管理者、関係

自治体、消防署、警察署、水防団等とダム等からの放流に関する連絡を密にするとと

もに、情報収集に努めている。
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（防災業務の内容）

① 気象・水象・ダム諸量データの監視強化

② 防災態勢（注意態勢）発令及び防災要員の確保

③ 発電・バルブ放流増加

④ 気象・水象データの収集及び降雨・流入量予測

⑤ 洪水警戒体制発令（第一警戒態勢 、関係機関への通知、ゲート等の点検及）

び予備発電の試運転

⑥ 洪水調節計画の検討（流入量予測）

⑦ ゲート放流開始の関係機関への通知・放流警報・下流巡視

⑧ ゲート放流開始

⑨ 洪水調節開始（管理状況報告）及び防災態勢（第二警戒態勢）の発令

⑩ 防災態勢（非常態勢）の発令

⑪ 応急対策の実施

⑫ 洪水調節終了及び防災態勢（第一警戒態勢）の発令

⑬ 洪水の終了（管理状況報告）

⑭ 洪水警戒体制の解除（関係機関への通知）

⑮ ゲート放流終了

⑯ 防災態勢の解除

⑰ 洪水調節報告作成・報告及び洪水調節に関する記者発表資料作成・投げ込み

⑱ 災害復旧

①②③④⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭

⑤ ⑮

⑥ ⑯

図－１ 出水時の防災業務の流れ
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表－１ ダム管理所における防災態勢

防災態勢 主な態勢条件 主な態勢業務 防災要員

１． ・気象台から大雨・洪水な ・防災態勢要員の招集 ２～３名

注意態勢 どの注意報・警報が発令 ・関係機関への連絡・報告

された場合 ・気象及び水象等に関する情報収集

・雨量や流入量が一定量を ・流況監視

超えた場合 など ・流況予測

・通信回線の確保

・記録の整理 など

２． ・降雨や河川水位が一定量 注意態勢業務のほか ６～８名

第一警戒態 を超え、ゲートから放流 ・洪水調節計画の策定

勢 を行う必要がある場合 ・防災用資機材等の点検

・台風の中心が一定の緯度 ・連絡用車両等の確保

経度に達した場合 ・一般からの問合せ等の応対

など ・電気通信設備等の点検

・予備電力の確保

・機械設備等の点検

・放流通知

・ダム下流巡視及び警報

・ゲート・バルブ操作 など

３． ・ダム流入量が洪水流量に 第一警戒態勢業務のほか 全 員

第二警戒態 達する恐れがある場合 ・堤体、貯水池等の巡視点検

勢 ・洪水調節を行う必要があ ・応急対策用資機材等の点検準備

る場合 など ・但し書き操作の検討 など

４． ・重大な災害の発生が予想 第二警戒態勢の業務のほか 全 員

非常警戒態 される場合 ・被災箇所の応急措置

勢 ・ただし書き操作が予想さ ・広報に関する業務 など

れる場合 など
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２．ダムによる洪水調節の実績と効果

平成１５年から１９年において、機構ダムが洪水調節を行ったのは延べ、１５９回

である。

表－２ 平成１５年度～平成１９年度洪水調節実績一覧表（その１）

ダム最大 最大流入時の ダム下流地点 防災態勢

日 付 ダム名 原 因 流入量 放流量 調節量 水位低減効果 継続時間

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (ｈ)

（※主な洪水調節実績を記述）平成15年

岩屋ダム 前線 337 162 175 194月25日 東沓部地点1.46m

1,563 111 1,452 895月29日 早明浦ダム 台風４号 本山橋地点1.08m

164 120 44 698月 8日 阿木川ダム 台風10号 大門地点0.19m

富郷ダム 642 488 154 498月 8日 台風10号 大門地点1.11m

2,399 61 2,338 279月 9日 早明浦ダム 台風14号 本山橋地点2.48m

（※主な洪水調節実績を記述）平成16年

628 97 531 － 97月16日 矢木沢ダム 前線

663 0 663 － 167月18日 矢木沢ダム 〃

1,457 1,162 295 3198月 1日 新宮ダム 台風10号 吉野瀬地点0.6m

680 556 124 3368月 1日 富郷ダム 〃 吉野瀬地点0.6m

8,057 7,903 155 1498月 1日 池田ダム 〃 三好大橋地点1.2m

3,394 1,551 1,843 1448月 2日 早明浦ダム 〃 本山橋地点1.7m

3,575 1,577 1,998 1908月17日 早明浦ダム 台風15号 本山橋地点1.8m

1,382 1,168 214 4798月17日 新宮ダム 〃 吉野瀬地点0.9m

809 110 699 5278月17日 富郷ダム 〃 吉野瀬地点0.9m

12,007 11,674 333 1678月30日 池田ダム 台風16号 三好大橋地点1.0m

830 549 281 34810月20日 富郷ダム 台風23号 吉野瀬地点1.1m

1,520 1,298 222 21110月20日 新宮ダム 〃 吉野瀬地点1.1m

11,778 10,910 869 11210月20日 池田ダム 〃 三好大橋地点1.0m

平成17年

6月28～29日 矢木沢ダム 前線 25550 96 454 湯原地点2.1m

6月30日 矢木沢ダム 前線 6113 90 23 湯原地点0.3m

7月 1日 阿木川ダム 前線 22156 2 154 大門地点1.66m

7月 4日 岩屋ダム 前線 19316 0 316 東沓部地点1.30m

7月10日 寺内ダム 前線 130181 103 78 金丸橋地点0.75m

7月11～12日 矢木沢ダム 前線 4124 0 124 湯原地点0.8m

7月25～27日 矢木沢ダム 台風７号 40207 0 207 湯原地点1.3m

7月26日 浦山ダム 台風７号 251100 17 83 花御堂地点0.25m

8月 5日 阿木川ダム 前線 14223 2 221 大門地点1.49m

8月 9日 阿木川ダム 前線 45164 44 119 大門地点0.19m

8月12日 矢木沢ダム 前線 2104 0 104 －

8月13日 矢木沢ダム 前線 10368 89 279 湯原地点1.3m

8月15日 矢木沢ダム 低気圧 9238 82 156 湯原地点1.0m
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表－２ 平成１５年度～平成１９年度洪水調節実績一覧表（その２）

ダム最大 最大流入時の ダム下流地点 防災態勢

日 付 ダム名 原 因 流入量 放流量 調節量 水位低減効果 継続時間

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (ｈ)

（つづき）平成17年

8月26日 浦山ダム 台風11号 238108 17 92 花御堂地点0.5m

9月 4日 矢木沢ダム 前線 67224 90 135 湯原地点0.9m

9月 6日 池田ダム 台風14号 1689,379 9,262 110 三好大橋地点2.7m

9月 6日 早明浦ダム 台風14号 2005,639 100 5,539 本山橋地点5.2m

9月 6日 富郷ダム 台風14号 2781,163 967 169 吉野瀬地点2.7m

平成18年

4月11日 早明浦ダム 前線 791,855 769 1,086 本山橋地点1.3m

107 0 107 285月 2日 矢木沢ダム 融雪 湯原地点0.9m

130 0 130 965月8～9日 矢木沢ダム 融雪 湯原地点0.7m

(5/8～12の最大）5月9～10日 矢木沢ダム 融雪 136 0 136

100 0 1005月10日 矢木沢ダム 融雪

143 93 505月10～12日 矢木沢ダム 融雪

128 93 35 575月20～21日 矢木沢ダム 融雪 湯原地点0.3m

（5/20～28の最大）5月21日 矢木沢ダム 融雪 106 93 13

106 93 13 155月22日 矢木沢ダム 融雪

106 94 12 175月28日 矢木沢ダム 融雪

107 96 11 57月 1日 矢木沢ダム 前線 湯原地点0.3m

121 24 97 1367月 4日 寺内ダム 梅雨前線 金丸橋地点1.0m

182 94 88 67月13日 矢木沢ダム 前線 湯原地点0.7m

120 94 26 57月15日 矢木沢ダム 前線 湯原地点0.6m

157 95 62 947月15日 矢木沢ダム 前線 （7/15～21の最大）

114 94 207月17日 矢木沢ダム 前線

106 94 127月17日 矢木沢ダム 前線

161 94 677月19日 矢木沢ダム 前線

109 94 15 77月21日 矢木沢ダム 前線

494 149 345 397月17日 日吉ダム 梅雨前線 亀岡地点0.8m

651 295 356 867月17～19日 岩屋ダム 梅雨前線 東沓部地点0.9m

117 31 86 1087月17～19日 味噌川ダム 梅雨前線 木曽福島地点0.3m

133 120 13 647月19日 阿木川ダム 梅雨前線 大門地点0.1m

144 30 114 17月19日 布目ダム 梅雨前線 興ヶ原地点0.5m

166 146 16 47月19日 一庫ダム 梅雨前線 多田院地点0.5m

109 26 83 17月21日 布目ダム 梅雨前線 興ヶ原地点0.1m

107 91 16 2167月20日 寺内ダム 梅雨前線 金丸橋地点0.2m

1,470 85 1,385 988月19日 早明浦ダム 台風10号 本山橋地点1.6m

140 0 140 49月 6日 矢木沢ダム 前線 湯原地点1.0m

230 0 230 59月 7日 矢木沢ダム 前線 （9/6～7の最大）

835 372 463 209月17日 早明浦ダム 台風13号 本山橋地点1.5m



- 145 -

表－２ 平成１５年度～平成１９年度洪水調節実績一覧表（その３）

ダム最大 最大流入時の ダム下流地点 防災態勢

日 付 ダム名 原 因 流入量 放流量 調節量 水位低減効果 継続時間

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (ｈ)

（つづき）平成18年

102 1 101 2910月 7日 浦山ダム 前線 花御堂地点0.8m

103 0 103 3610月 7日 矢木沢ダム 低気圧 湯原地点1.2m

(10/7～8の最大）10月 8日 矢木沢ダム 低気圧 266 0 266

274 0 27410月 8日 矢木沢ダム 低気圧

129 0 129 412月27日 矢木沢ダム 低気圧 湯原地点1.１m

平成19年

105 0 105 55月11日 矢木沢ダム 融雪・低気圧 湯原地点1.１m

106 0 106 145月25日 矢木沢ダム 低気圧 湯原地点0.9 m

304 0 304 156月28日 矢木沢ダム 低気圧 湯原地点1.１m

125 8 1177月 2日 寺内ダム 梅雨前線

91 66 26 2477月 6日 寺内ダム 梅雨前線 金丸橋地点1.4m

100 91 97月 7日 寺内ダム 梅雨前線

453 133 320 1187月12日 日吉ダム 梅雨前線 亀岡地点1.1m

7,995 7,503 492 1267月14日 池田ダム 台風４号 三好大橋地点1.8m

3,269 676 2,593 1437月14日 早明浦ダム 台風４号 本山橋地点3.1m

614 249 365 2637月14日 富郷ダム 台風４号 吉野瀬地点1.4m

136 120 16 1307月15日 阿木川ダム 台風４号 大門地点0.1m

140 30 110 117月17日 布目ダム 梅雨前線 興ヶ原地点0.5m

363 205 158 437月17日 室生ダム 梅雨前線 安部田地点0.7m

5,257 4,956 301 928月 3日 池田ダム 台風５号 三好大橋地点0.7m

1,750 807 943 1038月 3日 早明浦ダム 台風５号 三好大橋地点1.6m

104 14 90 78月23日 布目ダム 前線 興ヶ原地点0.6m

328 11 317 539月6～7日 浦山ダム 台風９号 花御堂地点1.6m

1,481 525 956 3379月6～7日 下久保ダム 台風９号 若泉地点1.7m

102 0 102 289月 7日 矢木沢ダム 台風９号 湯原地点1.１m

102 0 102 289月 7日 奈良俣ダム 台風９号 湯原地点1.１m

1,197 570 627 1019月 7日 草木ダム 台風９号 相生地点0.8m

126 0 126 69月12日 矢木沢ダム 前線 湯原地点0.9 m

1,930 59 1,871 1009月17日 早明浦ダム 台風11号 本山橋地点4.0m

128 0 128 910月27日 矢木沢ダム 台風20号 湯原地点0.8 m

107 0 10710月28日 矢木沢ダム 台風20号

以下に、主な洪水調節の対応状況を示す。
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（１）平成１６年の全国的な出水及び台風２３号における吉野川上流ダム群

の洪水調節効果

、 、平成１６年度梅雨期当初には 梅雨前線の活動が不活発で小雨傾向となっていたが

７月中旬に活発化し、新潟・福島豪雨及び福井豪雨が発生した。また、台風が２９個

発生し（平年２６．７個 、そのうち日本に上陸した台風は、１０個と過去最多とな）

（ 、 、 ． ）。った １９５１年以降で最も多かったのは ９０年と９３年の６個 平年２ ６個

このような状況下において、的確な操作を行うために、特定施設では、平成１６年

度に４７２回（約１８回／年・施設 、延べ１，２７１日間（約４８日／年・施設））

の防災態勢（注意態勢、第一・第二警戒態勢及び非常警戒体制）を執った。また、特

定施設の２０ダムのうち１９ダムにおいて、延べ６６回の洪水調節操作を実施し、約

、 。４億７千万 に及ぶ量をダムに一時的に貯め 下流河川の洪水被害の軽減を図ったｍ３

、 （ ． ）延べ６６回の洪水調節回数は 平成６年度から平成１５年度の平均 延べ１７ ７回

の３倍を超える回数であった。

特に四国では度重なる台風襲来に見舞われ、吉野川水系の４ダム（池田ダム・新宮

ダム・早明浦ダム・富郷ダム）では、延べ１０５日間（４ダム平均）に及ぶ防災態勢

を執り、延べ２７回（１ダムあたり約７回）の洪水調節操作を実施した。池田ダムで

は、計画規模（１／８０：計画高水流量１１，３００m /s）を超える流入量を２回記3

録（最大流入量１２，０１０ /s、１１，５９０ /s）したほか、新宮ダムでは、ｍ ｍ３ ３

ただし書き操作を実施した（申請３回、実施１回 。）

、 、 、このうち 台風２３号は １０月２０日１３時頃に高知県土佐清水市に上陸した後

本州を縦断した。吉野川流域では、１９日の夕方から雨が降り始め、２１日にかけて

総雨量で４００ ～５００ を観測した。mm mm

図－２ 吉野川流域の等雨量線図（平成１６年１０月１９日～２１日）

（ ）出典：平成１６年１２月２７日 国土交通省 徳島河川国道事務所発表資料



- 147 -

この洪水に対し、早明浦ダムでは、洪水調節容量を最大限に活用し、下流への放流

を抑える操作を行った。

図－３ 早明浦ダムにおける洪水調節（台風２３号）

また、銅山川の新宮ダム及び柳瀬ダム（国土交通省管理）では、事前に予備放流を

行って洪水調節容量を確保し、富郷ダムとともに効果的に洪水を貯めた。

吉野川上流ダム群（本川の早明浦ダム並びに銅山川の新宮ダム、柳瀬ダム及び富郷

ダム）による洪水調節によって、池田ダム地点の最大の河川流量を約２割低減させて

おり、三好大橋（徳島県井川町）地点における水位を約１ｍ引き下げる効果があった

と推定される。図-５に示すように、この地点の危険水位（はん濫危険水位：この水

位までに住民は避難完了を求められている水位）は８．１５ｍであり、この洪水では

最大で１０ ５ｍまで水位が上昇したが 上流ダム群の洪水調節が無ければ １１ ５． 、 、 ．

ｍまで上昇していたと推定される。

なお、池田ダムから下流の岩津地点までの地区（約４０ の区間）において約km
６９０ の浸水が発生したが 上流ダム群がなければ浸水面積は約１ ４倍の９８０ha 、 ．

まで拡大していたものと推定される。ha
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図－４ 吉野川上流ダム群の洪水調節効果

（台風２３号：浸水面積の低減）

図－５ 吉野川上流ダム群の洪水調節効果

（台風２３号：三好大橋地点における水位低減）

（２）平成１７年台風１４号における吉野川上流ダム群の洪水調節効果

９月６日１４時過ぎに長崎県諫早市付近に上陸した台風１４号は、強い勢力を維持

したまま比較的ゆっくりとした速度で北上したため、西日本を中心に長時間にわたり

大雨・暴風が続き、早明浦ダム流域では、７００ を超える雨量を観測した。mm
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図－６ 台風１４号時の降雨量図（平成１７年９月）

（ ）出典：平成１７年９月９日 気象庁及び徳島地方気象台発表資料

早明浦ダムでは計画規模（４，７００ｍ /s）に相当する洪水が予測されたため、3

流入量を随時予測しつつ、空容量との関係を見据えて最も効果的な洪水調節を行うこ

ととし、国土交通省四国地方整備局との調整及び同局からの指示の下、設計洪水量の

１．２倍の最大流入量〔５，６３９ｍ /sの流入量（昭和５０年の管理開始以降で２3

番目の記録 という規模の洪水に対し 有効貯水容量 ２億８９００万ｍ の約９３）〕 、 （ ）3

％に相当する量を貯留（２日間で２．４８ｍ 億を貯留）する操作を行った。3

早明浦ダムによる洪水調節によって、早明浦ダム直下流の本山橋付近では、水位上

昇を約５．２ｍ抑制する効果があり、溢水を回避できたと推定される。また、吉野川

本川の三好大橋（徳島県井川町）地点においても水位上昇を約２．７ｍ抑制した。

、 、台風１４号によって浸水面積２３０ 浸水戸数３０戸の被害が発生したもののha
早明浦ダムがなかった場合の氾濫被害は、浸水面積約８５０ 、浸水家屋h a
約２，１４０戸と推定され、早明浦ダム等による洪水調節は大きな効果を発揮したと

いえる。
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※ 本頁の図については、いずれも国土交通省の資料による。

（ ）図－７ 早明浦ダムによる洪水調節 台風１４号

図－８ 早明浦ダムによる

水位抑制効果

図－９ 早明浦ダムによる氾濫低減

230

2140850

30

図－１０ 早明浦ダムによる浸水被害低減効果
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（３）平成１９年度 関東地方に大雨をもたらせた台風９号における下久保ダ

ムの洪水調節効果

平成１９年の台風９号は、９月６日に伊豆半島に上陸後、関東地方を北上し、西部

山間部を中心に累計雨量が５００ を超える記録的な降雨を観測した。mm
下久保ダムの流域では、流域に管理開始以降２番目の４１６ の降雨を観測し、mm
１，４８０ｍ /sの流入量（管理開始以降２番目）に対し、９６０ｍ /sの調節を行い、3 3

， 。 、 、 ．約３ ８２０万ｍ の流水をダムに貯め込んだ その結果 下流の若泉地点では 約１3

７ｍの水位低下効果があり、河川の避難判断水位（市町村が避難勧告の発令を判断す

る水位）に達することなく推移しており、下流地域の洪水被害を軽減した。一方、下

久保ダムの洪水調節がなければ、河川水位は避難判断水位を約１ｍ超え、はん濫危険

水位（この水位までに住民は避難完了を求められている水位）まで約０．３ｍにまで

達していたものと推定される。

図－１１ 総雨量図（平成１９年９月７日１４時点）
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図－１２ 下久保ダムにおける洪水調節（９月５日～７日）

図－１３ 下久保ダムによる水位制御効果
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３．大規模な出水に備えた検討

国土交通省より「豪雨災害対策緊急アクションプラン」に基づく「総合的な豪雨災

害対策の推進について（提言 」が平成１７年４月に発表され、機構においてもこの）

提言を踏まえて以下のような取組を進めている。

（１）事前放流の可能性の検討

事前放流は、ダムの計画を超えるような大規模な出水が予想される場合に、出水

前にダムからの放流を行い、洪水調節のための容量を出来る限り多く確保して、洪

水調節機能を強化するものである。一方で、事前放流を行った後に台風の進路が逸

れるなど、予測した降雨がなかった場合には、水不足の危険性を増大させる可能性

が高い。このため、過去の降雨を解析し、回復可能な貯水容量を求めることによっ

て、利水面でのリスクを増大させない事前放流とする必要がある。これらについて

検討を行い、関係機関との調整を経て、平成１９年度に下久保ダム、草木ダムにお

いて、事前放流に係る実施要領を策定した。

、 、 、 、平成１９年９月の台風９号において 下久保ダム 草木ダムでは 管理開始以降

総雨量がそれぞれ第２位の降雨を記録し、事前放流を実施できる相当雨量であった

が、渇水傾向で貯水位が低下していたため、この洪水では事前放流を行うまでには

至らなかった。

（２）下流の被害状況を睨んだ非常時のダム操作

近年、豪雨の発生により、ダムの計画規模を超えるような大規模な出水が発生し

ている。

このため、異常出水に対して、ダム下流の浸水被害を最小限に抑えるための放流

方式（非常時操作）について、平成１８年度より、洪水調節を目的とする全ダムで

検討を開始した。このうち阿木川ダムでは、平成１９年５月の洪水対応演習で非常

時操作によるシミュレーションを関係機関と共同で実施し、問題点の洗い出しを行

い、実施に向けた具体的な検討に入っている。また、早明浦ダムでは、異常洪水時

における流入量にすりつける操作において、洪水調節容量を効率的に使用する操作

（Ｖ－Ｑ法）について検討を進めている。

なお、阿木川ダムの「異常洪水時における浸水被害軽減のための非常時操作方法

検討」については 「平成１９年 ダム・堰危機管理業務顕彰優秀賞 （ ２ （３）、 」「 ．

①施設管理規程に基づいた的確な管理等」のＰ．１２１参照）を受賞した。

阿木川ダム異常洪水時における浸水被害軽減のための非常時操作方法の検討

阿木川ダム下流には恵那市の中心街が位置し、多くの人が集う河川公園もあり、

初夏からアユ釣りも盛んに行われている。これらの下流の状況を踏まえて、阿木川

ダムでは、恵那市の洪水ハザードマップ公表にあわせ、一昨年より当該阿木川の流
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下能力について検討を行った結果、計画を超える異常洪水が発生した場合、現行通

り（一定量１２０ｍ /s放流～ただし書き放流）での異常時対応操作を行うと、一部3

で床上浸水を含む被害が生じる可能性が明らかとなった。

そこで、異常洪水時における被害を軽減するための新たな非常時操作方法の検討

を行ったものである。

①下流浸水被害発生流量の設定

阿木川下流の県水防基準観測所（大門水位観測局）での水位・流量と浸水被

害を検討し、流量規模～浸水面積～浸水戸数の関係を整理し、浸水被害発生流

量を設定した。

図－１４ 流量と浸水戸数（黒：床下、青：床上、赤：合計）

②非常時操作方法の検討

大門水位観測局の流量の規模に応じて、下流の浸水被害が発生する危険地点

での被害を段階的に回避する段階的移行操作方法を検討した。

図－１５ 非常時の段階的移行操作
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■非常時操作方法 【段 階的移行操作 】

(1)阿 木川公園河川敷浸水回避操作
◇大門地点目標流量 210m3/s以 下

↓〔移行操作〕

(2)床 下浸水回避操作
◇大門地点目標流量 610m3/s以 下
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③非常時操作開始判断の検討

既往上位３洪水を基に検討を行い、以下のように非常時操作の判断基準を設

定した。

・ダム流域平均流量：累計雨量が９０ に達し、さらに今後１２時間予測雨mm
量が１６０ を超えると予測される時mm

・ダム流入量：計画規模流入量８５０ｍ /sを超えることが予測される時3

・ダム下流の危険地点水位：従来の操作により、大被害発生水位を超えると予

測される時

図－１６ 新たな非常時操作の効果

段階的操作方法を実施することで、従来の操作方法に比べて被害を拡大する

ことなく、計画洪水流量（８５０ｍ /s）のおよそ１．５倍程度のピーク流量に3

対しても下流の床上、床下浸水を回避できることが確認された。

段階的操作方法を実施することで、従来の操作方法に比べて被害を拡大す

ることなく、計画洪水流量（８５０ｍ /s）のおよそ１．５倍程度のピーク流量3

に対しても下流の床上、床下浸水を回避できることが確認された。

■新たな非常時操作の効果

◇従来操作
（異常洪水操作）
・床下浸水家屋３４世帯
・床上浸水家屋 ８世帯

◇非常時操作
（段階的移行操作）
・床下浸水家屋 ０世帯
・床上浸水家屋 ０世帯
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５．関係機関との情報共有化

、 。 、出水時の円滑な対応を図るためには 関係機関との連携が不可欠である このため

ダム下流河川の状況、ダムの洪水調節操作、計画規模を超える出水時における浸水被

害の想定等について、河川管理者や地元市町村との打合せを行うなど、関係機関との

情報共有化に努めた。

また、機構が所有するダムの放流警報施設を、市町村が実施する流域住民への警戒

避難に関する情報伝達ツールとして活用することについて、関係市町村への情報提供

を行った。その結果、平成１７年度は一庫ダム、平成１８年度は下久保ダム、浦山ダ

ム、阿木川ダム、日吉ダム、平成１９年度は、青蓮寺ダム、室生ダム、比奈知ダムに

おいて関係市町村と協定を締結し、延べ８ダムとなった。また、一庫ダムでは、川西

市と共同で放流警報施設を利用した避難勧告訓練を平成１９年度に実施した。

中期目標期間における達成状況

中期目標期間中、特定施設２０ダムにおいて延べ１５９回の洪水調節を実施し

ており、洪水被害を防止・軽減している。また、大規模な出水に備え、事前放流

や非常時操作の検討を行うほか関係機関との連携を図るように努めていることか

ら、中期計画に掲げる施設管理規程に基づいた的確な管理等（洪水被害の防止ま

たは軽減）については、目標を達成できたものと考えている。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

４）附帯業務及び委託発電業務

（中期目標）

施設管理に附帯する業務及び委託に基づき実施する発電に係る業務について

も、的確な実施に努めること。また、水資源の利用の合理化に資するため法第１

２条第１項第２号に該当する施設として当該施設の管理を受託した場合には、的

確な管理を行うこと。

（中期計画）

施設管理に附帯する業務及び委託に基づき実施する発電に係る業務について

も、的確な実施を図る。

（中期目標期間における取組）

附帯業務及び委託発電業務■

１．施設管理に附帯する業務

管理業務では、国土交通省、県、土地改良区、電力会社等から毎年度施設管理に附

帯する業務の委託を受けており 平成１５年度２５件 平成１６年度２０件 平成１７、 、 、

年度２２件、平成１８年度２３件、平成１９年度２２件を受け、５年間の件数は延べ

１１２件である。

業務の内容は、ダム、水門、取水施設、河川管理施設、調整池、通信設備等の施設

の管理・運転操作・整備・調査等のほか、下久保ダム、草木ダム、浦山ダム及び阿木

、 、川ダムでは環境整備等に関する業務の委託も受け これらの業務の実施にあたっては

機構の持つ技術、ノウハウ等を積極的に活用して適切に実施した。

図－１ 施設管理に附帯する業務の受託
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２．委託に基づき実施する発電に係る業務

毎年度、表－１の１７施設において、発電事業者より発電事業の一部について委託

を受け、電力事業者の計画に基づく発電に係る業務を計画どおり実施している。これ

により各発電事業者は、中期目標期間中、平成１５年度は平均３３７（日／施設 、平）

成１６年度は平均３３０（日／施設 、平成１７年度は平均３３７（日／施設 、平成） ）

１８年度は平均３３０（日／施設 、平成１９年度は平均３２６日（日／施設）におい）

て発電を実施した。

表－１ 委託に基づき実施する発電に係る施設一覧と発電日数

施 設 名 委託者名 最大発電出力 年間発電日数

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

矢木沢ダム 東京電力 240,000kw 331 292 331 275 239

奈良俣ダム 群馬県 12,400kw 284 208 342 236 218

下久保ダム 群馬県 15,000kw 299 362 365 365 366

草木ダム 群馬県 61,800kw 363 361 347 302 350

浦山ダム 埼玉県 5,000kw 351 360 365 294 366

岩屋ダム 中部電力 354,400kw 314 309 309 306 281

味噌川ダム 長野県 4,800kw 365 337 365 365 366

愛知用水 関西電力 35,500kw 321 321 285 280 291

（牧尾ダム）

青蓮寺ダム 三重県 2,000kw 341 336 365 365 366

高山ダム 関西電力 6,000kw 366 293 289 365 304

比奈知ダム 三重県 1,800kw 366 336 365 365 366

早明浦ダム 電源開発 42,000kw 329 339 299 356 321

池田ダム 四国電力 5,000kw 364 355 361 347 362

富郷ダム 愛媛県 6,500kw 366 365 365 365 366

新宮ダム 愛媛県 11,700kw 366 364 365 365 360

高知分水 四国電力 11,800kw 366 347 365 365 352

両筑平野用水 両筑土地改 1,100kw 231 319 244 291 269

（江川ダム） 良区

中期目標等における目標の達成状況

中期目標期間中、年間２０～２５件の施設管理業務を管理に附帯する業務として受託

し、また、１７施設において発電に係る業務を受託し、計画どおり実施している。

このように施設管理に附帯する業務や、受託に基づく発電に係る業務は毎年継続して

実施しており、中期計画に掲げる施設管理規程に基づいた的確な管理等（附帯業務及び

委託発電業務）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えて

いる。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

５）環境への負担の低減への取組

（中期目標）

的確な施設の管理

（中期計画）

環境の保全に配慮したダム管理のあり方についての調査検討を行うとともに、

環境への負荷の低減にも取組む。

（中期目標期間における取組）

環境への負荷の低減への取組■

機構では、環境負荷低減（ 及び廃棄物の削減）の具体的な取組として、ダム放CO ２

流水のクリーンエネルギーを利用した管理用発電、ダム湖岸の裸地における法面緑化

対策、ダム湖の堆砂を用いたダム下流への土砂供給（ ２ （６）①自然環境保全」の「 ．

． ）、 （ 、 、 ）（「 ．（ ）Ｐ １９４参照 流木・刈草有効利用 チップ化 一般配布 堆肥化等 ２ ６

④建設副産物等のリサイクル（Ｐ．２０４ 」参照 、間伐材の活用を行った。） ）

これらの取組により、環境負荷を低減させるとともに、ゴミとして処理した場合に

要する費用が削減できるなど、管理に要する費用の削減にも貢献している。

また、以下の７ダム等においては、放流水のエネルギーを利用した水力発電を行い、管

理用電力として利用し、余剰電力は電力会社に売電した。なお、５年間合計の

１８３，６５０ の水力発電量は、約１０１，９２５ｔの 排出削減に相当MWH CO ２

するものである（換算は 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成１１年、

政令第１４３号 」第３条に規定する０．５５５ ／ を用いた 。） ）kg-CO kwh２

表－１ 管理用発電の実績

施 設 名 最大発電出力 実績発電量（MWH)最大使用水量

m/s kw Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９3

阿木川ダム 4.7 2,600 14,223 14,064 12,465 10,528 12,224

室生ダム 1.8 560 3,149 2,696 2,334 2,544 2,256

布目ダム 2.2 990 4,643 5,710 4,279 5,244 5,137

比奈知ダム 0.3 77 298 336 263 292 263

一庫ダム 4.3 1,900 5,287 7,459 4,944 5,141 4,105

日吉ダム 3.0 850 6,381 6,341 5,959 5,540 5,649

愛知用水 9.5 1,000 7,468 8,311 8,117

（ ）東郷調整池

合 計 33,981 36,606 37,712 37,600 37,751
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中期目標期間における達成状況

、 （ ） 、中期目標期間中 環境負荷低減 及び廃棄物の削減 の具体的取組としてCO ２

ダム放流水のクリーンエネルギーを利用した管理用発電、ダム湖等に流入する流

木・塵芥の除去、流木・刈草有効利用等の取組を継続して実施し、環境負荷を低

減しており、中期計画に掲げる施設管理規程に基づいた的確な管理等（環境への

負荷の低減への取組）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できた

ものと考えている。
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（３）的確な施設の管理

①施設管理規程に基づいた的確な管理等

６）施設周辺地域とのコミュニケーション

（中期目標）

的確な施設の管理

（中期計画）

水源地域と下流受益地の相互理解促進に努めるとともに、施設の役割等の理解

を得るため、積極的に施設周辺地域とのコミュニケーションを図る。

「２ （１１）②地域交流の実施とコミュニケーションの増進（Ｐ．３０２ 」に． ）

含まれるため、一括して掲載している。
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（３）的確な施設の管理

②管理所施設等の耐震化

（中期目標）

的確な施設の管理

（中期計画）

管理所施設等の耐震化計画を策定し、適切に対策を講じることにより耐震性

、 （ ） 。能を高めた施設等の割合を ２５％ 平成15年４月現在 から７０％に高める

（中期目標期間における取組）

機構の各管理施設の耐震化計画では、管理所等の建物の耐震診断を行い、判定結果

を基に、中期目標期間中、耐震安全度の低い施設から順次耐震化工事を行ってきた。

その結果、平成１９年度末で耐震性能を高めた施設の割合を７５％（４３施設／全

５７施設）に高め、中期計画に掲げる目標を達成した。

表－１ 管理所施設等の耐震化実績（施設数）

改 修 年 度 実 績 計画
区 分

済 み H15 H16 H17 H18 H19 H20～

管理棟 ７ ５ ６ ３ １ １ (3)

機 場 ４ ０ ７ １ １ ２ (11)

宿舎等 ３ １ ０ １ ０ ０ (0)

計 １４ ６ １３ ５ ２ ３ (14)

累 計 １４ ２０ ３３ ３８ ４０ ４３ (57)

着工前 完成後

写真－１ 耐震化工事（両筑平野用水）
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着工前 完成後

写真－２ 耐震化工事（印旛機場 〔耐震壁を増設（○印はその一部 〕） ）

中期目標等における目標の達成状況

中期目標期間中、計画に基づいて着実に耐震化工事を進め、その結果、平成１４年度

までに耐震回収された１４施設を含め、耐震性能を高めた施設の割合は７５％となり、

中期計画（７０％）の目標を、本中期目標期間中に達成した。
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（３）的確な施設の管理

③説明施設等のバリアフリー化

（中期目標）

的確な施設の管理

（中期計画）

既存の説明ホールや資料館等の説明施設のバリアフリー化計画を策定し、

バリアフリー化のための改築等を進め、８３％（平成１５年４月現在）から１

００％に高める。

説明施設等のバリアフリー化■

（中期目標期間における取組）

既存の説明ホールや資料館等の説明施設の状況を調査し、全２４施設の内バリアフ

リー化されていない４施設（早明浦ダム、岩屋ダム、室生ダム及び利根導水）につい

て計画を策定し、バリアフリー化の為の施設の改築を実施した。

その結果、平成１７年度末までに、全２４施設の説明ホールや資料館等についてバ

リアフリー化を完了し、中期目標期間内に掲げる目標を達成した。

中期目標期間における達成状況

平成１７年度までに、全２４施設の説明ホールや資料館等についてバリアフリ

ー化を完了し、中期計画に掲げる説明施設等のバリアフリー化について、目標を

達成した。
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（３）的確な施設の管理

④水管理情報の発信

１）ホームページを通じた水管理情報の発信

（中期目標）

的確な施設の管理

（中期計画）

中期目標期末において、機構が管理する利水及び治水機能を有する２０ダ

ムについて、毎日、水管理に関する情報（流入量、放流量、水位等）をホー

ムページを通じて発信する。

（中期目標期間における取組）

ホームページを通じた水管理情報の発信■

安全で的確なダム管理を目指して、ダムにおける水管理情報の提供をホームペ

、 、 、ージを通じて行うこととし 平成１５年度の６ダムから着手し 中期目標期間中

着実に対象ダムを増加させ、平成１９年度には２０ダムで発信を行っている。

特に平成１９年度の池田総合管理所においては、ホームページの渇水情報を１

時間毎に更新するよう改良したことと、台風による洪水が重なったことで、平年

月約５千回のアクセスが７月に約２５万回となり、改良の成果が現れている。ま

た、同月の吉野川局でも約３３万回のアクセスがあった。

なお、提供する水管理情報は、貯水位、貯水量、貯水率、雨量、ダム放流量、

下流河川の状況等、流域内での水情報としては洪水時、渇水時における基礎的な

情報である。
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表－１ ダム管理情報の主な公開内容

河川水位※ 河川水質※ 積雪深※ダム名 貯水位 貯水量 貯水率 流入量 放流量 雨量※

下久保ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －※

浦山ダム － ○ ○ ○ ○ － － － －

草木ダム － ○ ○ ○ ○ － － － －※ ※ ※ ※

阿木川ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

味噌川ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

高山ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

青蓮寺ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

室生ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

一庫ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

布目ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

日吉ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

比奈知ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

矢木沢ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○

奈良俣ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○

岩屋ダム ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － －

池田ダム ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ －

早明浦ダム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

新宮ダム ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

富郷ダム ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

寺内ダム ○ － ○ ○ ○ ○ － － －

注：データは１０分更新、ただし、※印については、１時間更新。

河川水質に関する項目は、水温及び濁度。

図－１ ホームページによる情報提供事例（下久保ダム）
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中期目標等における目標の達成状況

水管理情報関連機器の更新計画等に併せて、ホームページによる水管理情報の情報発

信を平成１５年度の６ダムから順次進め、平成１９年度までに中期計画の目標の２０ダ

ム整備し、本中期目標期間中に目標を達成した。
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（３）的確な施設の管理

④水管理情報の発信

２）水質年報

（中期目標）

日常的に水質情報を把握し、安全で良質な水の提供に努めること。

（中期計画）

全管理所において日常的に水質情報の把握を行う。また、水質調査結果等を取

りまとめた「水質年報（仮称 」を、平成１５年度分から作成し、公表を行う。）

（中期目標期間における取組）

水管理情報の発信■

１．水質情報の把握

「２ （３）①１）水質保全の取組（Ｐ．１２４ 」に記載。． ）

２．水質年報

水質年報については、平成１５年度データ分を平成１６年度に公表し、以降、毎年

度公表を行っている。

写真－１ 水質年報

中期目標期間における達成状況

中期目標期間中、日常的に水質情報を把握するとともに、水質調査データ等取

りまとめた 水質年報 を毎年度作成し 公表・情報発信を行った 引き続き 平「 」 、 。 「

成１９年水質年報」の作成及び公表・情報発信を行っていくこととしており、中

期計画に掲げる水管理情報の発信（水質年報）については、本中期目標期間中、

着実に達成できたものと考えている。
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（４）災害復旧工事の実施

（中期目標）

災害の発生に伴い、被害が発生した場合には、従来の機能等を早期に回復でき

るよう、迅速に災害復旧工事を行うこと。

（中期計画）

災害の発生に伴い、被害が発生した場合には、従来の機能等を早期に回復でき

るよう、迅速に災害復旧工事を行うとともに、これに附帯する事業についても的

確な実施を図る。

（中期目標期間における取組）

災害復旧工事の実施■

平成１５年度から平成１９年度において、災害によって機構施設が被害を受けたの

は平成１６年の台風１５号、平成１８年度の豪雨及び平成１９年度の台風４号に係る

３件である。

１． 平成１６年台風１５号による被害と復旧

平成１６年８月１７日から

１８日にかけて、台風１５号に

伴う記録的な豪雨により、早明

浦ダム上流域の高知県大川村な

どを中心として、多数の山腹崩

落、土砂崩れ、施設破損などの

災害が発生した。

早明浦ダム貯水池周辺におい

ても、護岸工などの構造物の損

傷や貯水池法面崩落など合わせ

て約１００箇所の被災と、山腹

崩落に伴う倒木などの流出によ

って、約２，０００ に及ぶ流ｍ３

木がダム湖内に流れ込んだ。こ

のため、災害発生の直後より、

機構内各事務所からの支援体制

を執って ９事務所から延べ７６、

名の動員（平成１６年８月２０

日～２８日と９月６日～１０日

の間）により、災害状況の把

握と地元関係機関等と調整しなが

ら早期に復旧工事の計画を立て、本社を通じて１５カ所の被災箇所について、災害復

図－１ 新聞記事
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旧工事の申請を行い、平成１７年２月に主務大臣より認可を受けた。復旧工事は平成

１６、１７年度の２カ年をかけて完了した。

一方、台風１５号に伴う機構施設以外の被害では、早明浦ダム上流の大川村への道

路が土砂崩れにより寸断され、一時、村が孤立するなど大きな被害をもたらした。村

の機能の一日も早い回復を目指し、管内４事務所から延べ５２名の動員（平成１６年

８月１８日から９月１０日までの間で延べ１２日）により、救助用巡視船の貸与、被

災箇所の土砂撤去、清掃等復旧作業の人的支援等の活動も実施した。

なお、これらの支援活動に対して、平成１６年１０月に大川村長から機構に対して

感謝状が贈られた。

工事着工前 工事完成後

写真－１ 早明浦ダム中切地区土砂仮置き場整備工

写真－２ 感謝状（大川村長→吉野川局長）

２．平成１８年の豪雨による被害と復旧

平成１８年１０月５日から７日発生の豪雨により、房総導水路の共用施設である両

総用水共用施設第一導水路左岸法面が７７ｍにわたり崩壊した （２４時間最大雨量。

１６３ 、時間最大雨量１３ 。当該施設の管理を受託している千葉県知事よmm mm）
り災害復旧工事の実施に係る協議が機構になされ、これを受けて機構では、直ちに主

務省（国土交通省、厚生労働省、経済産業省及び農林水産省）へ被害報告を行うなど
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の必要な手続きを行うとともに災害復旧工事に着手し、平成１９年３月２５日に工事

を完了した。

図－２ 災害復旧工事位置図（房総導水路）

写真－３ 災害箇所（房総導水路）

３．平成１９年台風４号による被害と復旧

平成１９年７月１２日から７月１５日までの台風４号に伴う出水（累計雨量５６６

、２４時間最大雨量５０４ 、時間最大雨量５２ ）により、早明浦ダムのmm mm mm
貯水池内の浸食による斜面崩壊が３箇所発生した。直ちに被害状況を関係省庁（国土

交通省、厚生労働省及び経済産業省）に報告し、主務省（国土交通省）に災害復旧工

事計画書を提出するなどの必要な手続きを行い、平成１９年１２月に主務大臣より認

可を受けた（総額４３百万円 。その後、現場吹付法枠工による約１，７００ｍ の） ２

災害復旧工事に着手した。工事は平成２０年１１月に完了予定である。
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図－３ 災害復旧工事位置図（早明浦ダム）

写真－４ 災害箇所（早明浦ダム）

中期目標期間における達成状況

平成１６，１９年度においては、早明浦ダムにおける災害に伴う被害の発生に

対し、平成１８年度においては、房総導水路における災害に伴う被害の発生に対

し、施設の従来の機能等を早期に回復できるよう、災害復旧工事を実施した。中

期計画に掲げる災害復旧工事の実施については、本中期目標期間中、達成できた

ものと考えている。




